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２３双葉町告示第２８号

平成２３年第４回双葉町議会定例会を、次のとおり招集する。

平成２３年１２月５日

双葉町長 井 戸 川 克 

１．期 日 平成２３年１２月１９日（月）

午前９時

２．場 所 加須市騎西総合支所３階議場
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〇応招・不応招議員

〇応招議員（８名）

１番 羽 山 君 子 君 ２番 白 岩 寿 夫 君

３番 岩 本 久 人 君 ４番 高 萩 文 孝 君

５番 菅 野 博 紀 君 ６番 清 川 泰 弘 君

７番 伊 澤 史 朗 君 ８番 佐々木 清 一 君

〇不応招議員（なし）
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平成２３年第４回双葉町議会定例会議事日程（第１号）

平成２３年１２月１９日（月曜日）午前９時開会

開 会

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 諸般の報告 監査・検査結果報告

日程第４ 行政報告

日程第５ 議案第１０４号 東日本大震災による被災者に対する介護保険料の減免に関する条例の制

定について

日程第６ 議案第１０５号 議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部改正につい

て

日程第７ 議案第１０６号 職員の給与に関する条例の一部改正について

日程第８ 議案第１０７号 双葉町税条例の一部改正について

日程第９ 議案第１０８号 双葉町災害援護特別資金貸付基金条例の一部改正について

日程第10 議案第１０９号 双葉町特別功労表彰の同意を求めることについて

日程第11 議案第１１０号 平成２３年度双葉町一般会計補正予算（第８号）

日程第12 議案第１１１号 平成２３年度双葉町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

日程第13 議案第１１２号 平成２３年度双葉町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）

日程第14 議案第１１３号 平成２３年度双葉町介護保険特別会計補正予算（第２号）

日程第15 議案第１１４号 平成２３年度双葉町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

日程第16 提案理由の説明

散 会
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〇出席議員（８名）

１番 羽 山 君 子 君 ２番 白 岩 寿 夫 君

３番 岩 本 久 人 君 ４番 高 萩 文 孝 君

５番 菅 野 博 紀 君 ６番 清 川 泰 弘 君

７番 伊 澤 史 朗 君 ８番 佐々木 清 一 君

〇欠席議員（なし）

〇地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名

町 長 井 戸 川 克  君

副 町 長 井 上 一 芳 君

教 育 長 江 尻 邦 夫 君

秘書広報課長 大 住 宗 重 君

総 務 課 長 武 内 裕 美 君

企 画 課 長 山 下 正 夫 君

税 務 課 長 大 沼 武 君

産業振興課長 大 橋 利 一 君

建 設 課 長 大 橋 利 一 君

住民生活課長 渡 邉 勇 君

健康福祉課長 竹 本 良 一 君

会 計 管 理 者 半 谷 安 子 君

教育総務課長 髙 野 憲 一 君

生涯学習課長 今 泉 祐 一 君

農 業 委 員 会 大 橋 利 一 君事 務 局 長

代表監査委員 五 十 嵐 一 雄 君

〇職務のため議場に出席した者の職氏名

事 務 局 長 髙 野 利 彦

書 記 高 橋 春 枝
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◎開会の宣告

〇議長（佐々木清一君） おはようございます。ただいまの出席議員は８名です。定足数に達してお

りますので、ただいまから平成23年第４回双葉町議会定例会を開会します。

（午前 ９時００分）

◎開議の宣告

〇議長（佐々木清一君） これから本日の会議を開きます。

◎議事日程の報告

〇議長（佐々木清一君） 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりです。

◎会議録署名議員の指名

〇議長（佐々木清一君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第120条の規定により、議長において、５番、菅野博紀君、６番、清

川泰弘君を指名します。

◎会期の決定

〇議長（佐々木清一君） 日程第２、会期の決定を議題とします。

お諮りします。本定例会の会期は、12月14日開催の議会運営委員会でご審議をいただき、本日から

12月21日までの３日間とすることにご報告をいただきました。これにご異議ありませんか。

（「異議なし」と言う人あり）

〇議長（佐々木清一君） 異議なしと認めます。

したがって、会期は本日から21日までの３日間に決定しました。

◎諸般の報告

〇議長（佐々木清一君） 日程第３、諸般の報告を行います。

監査・検査結果の報告をします。

お手元に配付した報告書の写しをもって報告にかえさせていただきます。ご了承願います。

これで諸般の報告を終わります。

◎行政報告

〇議長（佐々木清一君） 日程第４、行政報告を求めます。
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町長、井戸川克君。

（町長 井戸川克君登壇）

〇町長（井戸川克君） おはようございます。

平成23年第４回双葉町議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位におかれましては、大変お

忙しい中ご出席を賜り、まことにありがとうございました。

改めまして、このたびの東日本大震災により犠牲となられた方々のご冥福を心からお祈り申し上げ

ますとともに、ご家族、ご親族の皆様に対しまして心からお悔やみを申し上げます。

まず初めに、皆様方には、11月20日に執行されました双葉町議会議員選挙におきまして、厳しい選

挙戦を戦い抜かれ、町民の負託を受け、見事当選の栄に浴されたこと、まことにおめでたく、改めて

お祝いを申し上げる次第であります。ご家族を初め、皆様を支援された関係者の方々の喜びもひとし

おのことと存じます。

今後４年間、町民の代表として選ばれた皆様には、議会議員としての職責を全うされまして、町民

の期待にこたえていただくとともに、健康には十分注意され、ご活躍されますことをお願いいたしま

す。また、今後の町復興に向けての幾多の課題を克服していくためには、議員の皆様からのご意見、

ご提言をいただかなければなりません。ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

さて、多くの犠牲者をもたらした地震と大津波、そして原子力発電所の事故、さらには寒さの中で

の避難。３月11日から９カ月が経過いたしました。町の将来を担う子供たちや町民の皆さんが、ふる

さと双葉に帰りたい気持ちを抑え、さまざまな不安を抱きながらの不自由な避難生活は、生活環境を

大きく変化させてしまっています。このような不便な避難生活を終えられ、早くもとの生活に戻られ

るよう、今後も全力で取り組みたいと考えております。

まず、避難者状況について申し上げますが、全国に避難されている町民の方々につきましては、12月

８日現在、亡くなられた方及び行方不明の方を除いた7,028名が、41都道府県に避難されております。

そのうち福島県内には3,351人、県外が3,677人となっております。

福島県内の拠点として郡山市に整備した福島支所の開所式を10月28日に行いました。県内に避難す

る町民の方の支援を初め、仮設住宅等を定期的に巡回することによる町からの情報伝達、入居者の生

活状況確認、保健指導などを行うとともに、各種相談業務、証明等の申請受け付け、発行業務を行っ

てまいります。また、引き続き、高齢者等のサポート拠点の設置や住環境の改善、治安対策、コミュ

ニティづくりなどによって入居者の支援や生活環境の向上に努め、避難者の皆さんが自主的運営に資

するよう、自立に向けての支援を充実してまいります。

また、警戒区域等に指定され、市町村の境界を越えて避難されている方に対して、住民票を移さず

に避難先で適切な行政サービスを提供できるよう、避難先自治体からの行政サービスを可能にする特

例法が制定され、11月15日に告示、来年１月１日から施行されます。これは、医療、福祉関係及び教

育関係の事務が中心で、児童生徒に対する保育所の入所や予防接種、乳幼児、妊産婦への健診、高齢
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者の介護予防の地域支援事業、養護老人ホームへの入所措置などがあります。今後は、このことによ

り行政サービスの代行が義務づけられることになります。

一時立ち入りの実施状況について申し上げます。警戒区域内への住民の第２回目の立ち入りにつき

ましては、マイカーによる自宅への一時帰宅として、９月25日から12月４日まで、計13回行われまし

た。車両台数1,929台、4,638名が帰宅しております。また、前回と同じバス方式による立ち入りは、

延べ37台、参加者177世帯、279名の町民の方が一時帰宅を行っております。また、車両持ち出しは、

12月中に３回予定しており、持ち出し予定台数は69台となっております。

大震災による災害弔慰金は、12月15日現在で44件、１億3,000万円が支給されております。

応急仮設住宅や民間住宅の借り上げなどの状況でありますが、12月11日現在の状況を申し上げます

が、入所決定戸数が356戸、入居者数が679人、民間借り上げ住宅については、12月１日現在で、県提

供及び特例措置を合わせまして1,043戸、2,495人の方が入居及び入居が決定しているところでありま

す。また、県外における借り上げ住宅に係る特例措置を行っていないところもありますが、家賃を震

災時にさかのぼっての適用については賠償の対象でもありますので、負担した家賃等に関しましては

東京電力への請求をお願いしたいと思います。

12月３日、原発事故被害に対する現在の生活、事業の支援はもとより、自立復興を達成するまでの

完全賠償を国、東京電力に求めるため、双葉地方総決起大会がいわき市の明星大学で開催されました。

当日は、双葉町からの参加者150人を含む1,400人を超える郡民が全国の避難先から参集、佐藤福島県

知事も出席され、10項目の大会決議を採択するととももに、細野、平野、原発事故収束担当、復興対

策担当の両大臣、東京電力の西澤社長に対しまして、緊急要望、要求を行いました。いまだに原子力

損害賠償の全体像が見えない現状の打開、さらに復興に向けて、すべての郡民が団結していくことを

申し合わせて大会を終了しました。引き続き、確実かつ速やかなる対応、賠償等を行うよう、他町村

とともに連携し、強く働きかけてまいりたいと考えております。

次に、原子力損害賠償の手続でありますが、全国各地に避難している双葉町民がこうむった被害に

ついて、東京電力に対して損害の完全賠償を要求し実現を図ることの趣旨に賛同する日弁連会員から

弁護団員を募り、弁護団を編成中であります。現在、損害賠償に係る申し出書を印刷中であり、でき

上がり次第、町民の皆さんに送付を行うとともに、弁護団による説明会、相談会を開催、早期に請求

手続ができるようにしてまいりたいと考えております。

原子力発電所の事故に伴い、放射性物質が体内に取り込まれていないかを判断するための内部被曝

検査についてでありますが、福島県が実施主体となり、妊婦、乳幼児及び高校生までの児童生徒、並

びに20キロ圏内にいた方などを対象として実施しております。本検査は、双葉町が対象者への意向調

査、実施通知や現地での受け付けなどを行い、９月29日から茨城県東海村の独立行政法人日本原子力

研究開発機構などで、11月末日現在、16回、884名の町民の方が検査を受けております。

なお、12月から町独自で、福島県内の民間病院と内部被曝検査についての協定を締結し、乳幼児か
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ら高校生までを無料で、それ以外の方は有料とはなりますが、通常の半額で実施していただくことで

進めております。

佐藤福島県知事は、11月30日、国と東京電力に県内原発10基すべての廃炉を求めていく方針を明ら

かにし、年内にまとめる予定の県復興計画の中で廃炉を前提に策定することとしております。これま

で40年間にわたり原発と共生してきた当地方並びに双葉町にとっては大きな転換期ととらえており、

財政の根幹であります交付金の継続を求めることはもちろんのことですが、今後の雇用並びに収入の

確保など、不確実な部分があります。したがって、今後、議会の皆さんとも十分に議論を重ねていく

とともに、さらには、今後策定される復興計画における双葉地方への振興策についても、あわせて県

との協議、要請を行っていきたいと考えております。

除染についてでありますが、当町は、完全に除去される技術が確立されるまで実施を見合わせたい

と考えております。他市町村で実施されている除染は、風雨の後にもとに戻るような報道は注意深く

分析しなければなりません。費用を決めて行うのではなく、かかる費用を十分にかけることが効果を

出すことでもあると考えております。

11月19日、20日の両日に、加須市はなさき水上公園を会場に2011彩の国食と農林業ドリームフェス

タが開催されました。当町からも避難先で自立を目指し、営農再開に取り組む農家で生産された米や

キャベツ等の農産物の出展と販売が行われ、注目を浴びておりました。また、今回双葉町がお世話に

なっている地元加須市でのイベント開催でもあり、感謝の意を込めて、郷土芸能の発表の場として、

婦人会によります相馬流れ山踊りや、ふたば音頭が見事に披露され、多くの来場者から声援と喝采を

浴び、大いに盛り上がったところであります。

11月20日には、第23回ふくしま駅伝競走大会が白河市陸上競技場から福島県庁前までの16区間

96.5キロメートルのコースで開催されました。当初双葉町は、選手をまとめることが厳しい状況で、

出場が危ぶまれましたが、コーチや中高生の皆さんが電話やメールで連絡をとり合うなど、皆さんの

熱意が報われ出場することができました。選手の出場規定の関係でやりくりがつかなかった区間もあ

り、オープン参加で、タイムも参考記録となりましたが、この避難生活で全体練習もできない厳しい

状況の中、見事完走いたしました。選手の皆さんの頑張りは、町民の方々に大きな勇気と感動を与え

ていただきました。選手、そして支援していただきました関係者の皆様に、改めて感謝を申し上げた

いと思います。

９月定例会で申し上げました当町のステップ２には、引き続き早期実現を目指してまいります。み

んなが元気に、みんなで元気に町へ戻れるまで支え、支えられ合うことが大切であり、全国の町民の

皆さんへの支援、健康管理、迅速かつ十分な損害賠償など、さまざまな課題に対しても全力で取り組

んでまいりたいと考えておりますので、町議会を初め町民の皆さんのご協力、ご理解をお願い申し上

げます。

最後に、今定例会に提案申し上げている案件について申し上げます。詳細については、提案理由の
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際に申し上げたいと存じますが、条例の制定及び一部改正が５件、特別功労表彰の同意案件が１件、

平成23年度補正予算（案）が５件、合計11の案件となりますので、慎重なご審議の上、ご決定を賜り

ますよう、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（佐々木清一君） これで行政報告を終わります。

◎議案第１０４号から議案第１１４号までの一括上程

〇議長（佐々木清一君） 日程第５、議案第104号から日程第15、議案第114号までを一括上程したい

と思います。これにご異議ありませんか。

（「異議なし」と言う人あり）

〇議長（佐々木清一君） 異議なしと認めます。

よって、議案第104号から議案第114号までを一括上程いたします。

◎提案理由の説明

〇議長（佐々木清一君） 日程第16、提案理由の説明を求めます。

町長、井戸川克君。

（町長 井戸川克君登壇）

〇町長（井戸川克君） 議案第104号 東日本大震災による被災者に対する介護保険料の減免に関

する条例の制定についてでありますが、東日本大震災及び原子力災害の影響で、原子力災害対策特別

措置法により避難を余儀なくされるなど、被害を受けた介護保険法第９条第１項に規定する第１号被

保険者が納付すべき平成22年度及び平成23年度の保険料を減免することにより、被保険者の負担軽減

を図るものであります。

議案第105号 議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部改正についてでありま

すが、これは人事院勧告及び福島県人事委員会勧告を踏まえた改正であります。

報酬の支給については、議会議員が月の中途で死亡以外により退職や辞職等された場合に、その日

までの報酬を日割りで支給することとする改正であります。

また、期末手当の支給の制限として、禁錮以上の刑罰に処せられ、地方自治法第127条第１項の規

定により被選挙権を失ったことにより失職した場合に期末手当を支給しないこととすることと、期末

手当の支給日に刑罰が確定していない場合には一時差しとめをすることができることとするために改

正するものであります。

議案第106号 職員の給与に関する条例の一部改正についてでありますが、これは人事院勧告及び

福島県人事委員会勧告を踏まえた改正であります。

給料の支給についての改正は、職員が月の中途で死亡以外の退職をした場合に、その日までの報酬

を日割りで支給することとする改正であります。
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また、行政職給料表の改正でありますが、福島県人事委員会勧告どおりに給料月額を引き下げる改

正であります。

議案第107号 双葉町税条例の一部を改正する条例ですが、これは平成23年度地方税法の改正に伴

う改正で、主な改正点は、寄附金税額控除の適用化減額の引き下げ、町民税等の脱税犯に係る懲役刑

の上限の引き上げ等であります。

議案第108号 双葉町災害援護特別資金貸付基金条例の一部改正についてでありますが、双葉町町

民の皆様の当面の生活費の貸し付けを、今まで１人当たり３万円で行っていたものを10万円に引き上

げ、そのための基金を3,000万円から5,000万円に改め、一般会計の補正予算により積み立てるもので

す。なお、今回からの貸し付けには、５万円以下の場合、連帯保証人を付さないこととした改正であ

ります。

議案第109号 双葉町特別功労表彰の同意を求めることについてでありますが、双葉町表彰条例第

３条第１項第６号の規定に基づき、議会の同意を求めるものであります。

木幡敏郎氏は、双葉町議会議員として、平成５年11月から18年間、地方自治の進展に尽力されまし

た。さらに、町監査委員として４年間、町農業委員会委員として18年間、町政の振興に多大な貢献を

されました。

議案第110号 平成23年度双葉町一般会計補正予算（第８号）についてでありますが、歳入歳出そ

れぞれ１億5,577万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額は57億7,555万6,000円となります。

歳入の主なものについて申し上げます。

地方特例交付金は、交付金額の確定により203万8,000円の追加、地方交付税は特別交付税8,000万

円を追加いたしました。

分担金及び負担金は、農林水産業費分担金と民生費負担金、合わせて549万2,000円を減額、使用料

及び手数料は、高齢者生きがいデイサービス手数料や高齢者在宅生活支援手数料など、合わせて758万

9,000円の減額となりました。

国庫支出金は、就学援助費国庫補助金の県支出金への組み替えによる減額や市町村行政機能応急復

旧費国庫補助金の増額など、合わせて294万7,000円の追加となりました。

県支出金は、合併処理浄化槽設置整備事業県補助金や広報安全等対策交付金などの減額、緊急雇用

創出基金事業県補助金や被災児童生徒就学援助事業費県補助金の増額など、合わせて2,105万6,000円

の追加となりました。

寄附金は、一般寄附金とふるさと応援寄附金、合わせて35万4,000円を追加、繰入金は、基金繰入

金3,983万2,000円の追加、諸収入は、郵政事業震災配分金など2,262万4,000円の追加となりました。

次に、歳出の主なものについて申し上げます。

総務費は、住民情報システム導入経費や支所等管理運営費の増額などにより、5,604万8,000円の追

加となりました。



- 11 -

民生費は、乳幼児や児童医療費の減額、仮設住宅等管理経費の見直しなどにより、3,070万3,000円

の減額となりました。

衛生費は、個人用電子式線量計購入費や予防接種給付金などの増額、合併処理浄化槽設置補助金や

双葉地方広域市町村圏組合負担金の減額などにより、合わせて5,715万6,000円の追加となりました。

労働費は、緊急雇用創出基金事業を継続するため1,257万2,000円の追加となり、土木費は、公共下

水道事業特別会計繰出金の増額などにより4,516万7,000円の追加となりました。

教育費は、要保護及び準要保護児童生徒就学援助費の減などにより、1,282万円の減額となりまし

た。

諸支出金は、災害援護特別資金貸付基金などへの積み立てを行うため2,036万2,000円の追加となり

ました。

議案第111号 平成23年度双葉町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）についてでありますが、

歳入歳出予算の総額に変わりはありません。

歳入の主なものは、国庫支出金の国庫負担金が3,546万9,000円の追加、国庫補助金が3,669万円の

減、繰入金の他会計繰入金が129万4,000円の追加となります。

歳出の主なものは、総務費の総務管理費が112万3,000円の追加、保険給付費の療養諸費が4,124万

2,000円の追加、高額療養費が4,824万円の減、出産育児諸費が42万円の追加、葬祭諸費が15万円の追

加、諸支出金の償還金及び還付加算金が530万5,000円の追加となります。

議案第112号 平成23年度双葉町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）についてであります

が、歳入歳出それぞれ1,330万9,000円を減額し、総額は３億5,202万6,000円となります。

歳入については、下水道事業負担金73万6,000円、下水道使用料7,559万3,000円、下水道手数料14万

円をそれぞれ減額し、一般会計繰入金が6,316万円の追加となります。

歳出については、下水道総務費では19万5,000円の減、下水道建設費は144万3,000円の減、下水道

維持費では1,167万1,000円の減額となります。いずれも東北地方太平洋沖地震及び福島第一原子力発

電所の事故による警戒区域により、事業の実施が見込めないためであります。

議案第113号 平成23年度双葉町介護保険特別会計補正予算（第２号）についてでありますが、歳

入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億8,245万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を７億

8,802万9,000円とするものであります。

歳入の主なものは、平成23年度の保険料減免により特別徴収保険料7,100万2,000円、普通徴収保険

料677万5,000円を減額、介護保険災害臨時特例補助金２億1,769万8,000円、その他一般会計繰入金

830万円をそれぞれ追加いたします。

歳出の主なものは、電算システム構築など総務費1,230万円、介護給付費の特定入所者介護サービ

ス費3,567万7,000円、特例措置による利用者負担額の免除や施設入所者等に係る食費、居住費等の減

免措置のため災害臨時特例償還金１億3,307万8,000円をそれぞれ追加いたします。
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議案第114号 平成23年度双葉町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）についてであります

が、今回の補正は、歳入歳出それぞれ3,506万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額が2,982万5,000円

となりました。

歳入の主なものは、後期高齢者医療保険料の減免により3,544万9,000円の減、一般会計繰入金が37万

9,000円の増額となります。

歳出の主なものは、上記保険料の減免に伴い福島県後期高齢者医療広域連合納付金が3,544万

8,000円の減額、後期高齢者医療保険料還付金処理業務委託などにより総務管理費が37万9,000円の増

額となります。

以上、提案いたしました議案について、ご審議のほどよろしくお願いいたします。

ただいま議案第113号の説明中、私が数字を間違えましたので、訂正をお願いしたいと思います。

最初から読み上げます。議案第113号 平成23年度双葉町介護保険特別会計補正予算（第２号）に

ついてでありますが、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億8,245万5,000円であります。

6,000円と読み上げましたが、5,000円の誤りでありましたので、修正をお願いしたいと思います。よ

ろしくお願いします。

〇議長（佐々木清一君） 提案理由の説明を終わります。

◎散会の宣告

〇議長（佐々木清一君） 以上で本日の日程は全部終了しました。

本日はこれで散会します。

ご苦労さまでした。

（午前 ９時３８分）
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平成２３年第４回双葉町議会定例会議事日程（第２号）

平成２３年１２月２０日（火曜日）午前９時開議
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日程第１ 一般質問

５番 菅 野 博 紀 君
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２番 白 岩 寿 夫 君

散 会
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◎開議の宣告

〇議長（佐々木清一君） おはようございます。ただいまの出席議員は８名です。定足数に達してお

りますので、これから本日の会議を開きます。

（午前 ９時００分）

◎議事日程の報告

〇議長（佐々木清一君） 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりです。

◎一般質問

〇議長（佐々木清一君） 日程第１、一般質問を行います。

通告順位に従って行いたいと思います。

通告順位１番、議席番号５番、菅野博紀君の一般質問を許可いたします。

５番、菅野博紀君。

（５番 菅野博紀君登壇）

〇５番（菅野博紀君） おはようございます。議席番号５番、ただいま議長の発言の許可が出ました

ので、通告に従い一般質問させていただきます。

初めに、平成23年３月11日東日本大震災で亡くなられた方々、避難生活で亡くなられた方々に心よ

りご冥福申し上げます。また、ご家族の方々にもお見舞いを申し上げます。

平成23年11月20日の双葉町議会議員選で２期目の当選をさせていただきましたこと、まことにあり

がとうございました。今後４年間、双葉町の町民の皆様のことや双葉町地域のために全力で取り組む

ことをここでお誓いいたします。

１番、町政全般について。平成23年３月11日に起きた東日本大震災及び福島第一原子力発電所の事

故から９カ月以上がたち、行政としての支援、行政としての情報、行政としての今後の方向性などが、

町民の皆様のための行政執行には思えません。今後、仮設住宅、借り上げ住宅での、いつまで続くか

わからない避難生活、このようなことから質問させていただきます。

（１）番、今後、仮設住宅、借り上げ住宅で生活をしている方々に対しての情報提供は、今までど

おり町のホームページが中心で、その他の方法は考えていないのか。

（２）番、各仮設住宅で、自治会をつくるための行政としての対応と予算等はどのようにお考えな

のか、お伺いいたします。

（３）番、仮設住宅や借り上げ住宅で避難生活も９カ月を超えて、今後の生活費のことなど、町民

の皆様の不安な避難生活が続いていますが、賠償、補償問題に対しての対応をお伺いいたします。

（４）番、原子力事故から９カ月がたち、内部被曝検査も終わっていない町民も数多くいます。内
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部被曝検査の順番を待つだけではなく、町独自の健康診断を行うことは考えていないのか、お伺いい

たします。

（５）番、今後、町政懇談会など町民と町長が直接町民と話をする計画等があれば教えてください。

よろしくお願いします。

〇議長（佐々木清一君） 町長、井戸川克君。

（町長 井戸川克君登壇）

〇町長（井戸川克君） おはようございます。５番、菅野博紀議員の一般質問の通告書にお答えい

たします。

町政全般についてのおただしですが、仮設住宅、借り上げ住宅で避難生活をしている方に対しての

情報提供について、今までどおり町のホームページが中心で、その他の方法は考えていないのかとの

おただしでありますが、現在、町の情報提供としては、双葉町公式ホームページ臨時サイト（災害版）

の開設、双葉町メールマガジン登録による携帯電話への情報提供、「広報ふたば」（災害版）の発行、

国、県災害対策本部からのお知らせなど、皆さんの生活再建に必要な各種支援情報を提供しておりま

す。しかしながら、全国各地に避難されている町民の皆様には、町情報がホームページ、町広報紙で

十分とは言えなく、リアルタイムに伝えられないのが現状であります。そこで、現在、避難世帯に対

するデジタルフォトフレームの導入を検討しておりまして、全国の避難世帯に行政情報を確実に迅速

に提供できるシステムを構築し、町民の皆様が少しでも生活の不安解消につながっていただければと

考えております。

各仮設住宅で自治会をつくるための行政としての対応と予算についてのおただしでありますが、仮

設住宅での長引く避難生活を強いられる中、災害を未然に防止し、安心・安全に過ごすためには、仮

設内で生活される町民と周辺住民との協調性と連携が大切であると思っております。さらに、良好な

地域社会の形成、そしてコミュニティの維持のためにも、自治会の果たす役割は大変重要であると考

えております。

このため、町としても、自治会組織の設立に向けて、自治会の規約案を提案するとともに、各仮設

住宅入居者の皆さんへの説明会や意見交換会を通して、自主的な設立と自主運営ができるよう推進し

ているところであります。

また、自治組織の運営に関する経費につきましては、会費、寄附金等で賄うのが一般的なものと思

われますが、事業内容や必要性等により支援の可否を検討してまいりたいと考えております。

賠償、補償問題の対応についてのおただしでありますが、東日本大震災の後に発生した東京電力福

島第一原子力発電所の事故は、いまだ収束せず、東京電力による損害賠償も遅々として進まず、事故

から９カ月以上経過した現在も、全町民の方が今後の生活に不安を抱いたまま避難生活をされている

現状にあります。町としても、早期にさまざまな課題を解決するよう、国、県、関係機関に要請を続

けているところであります。
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その中にあっても、特に東京電力に対する損害賠償請求は喫緊の課題でもありますので、重点的に

対応してまいります。被害者の立場に立っていない賠償のあり方について、これまで異議を唱えてま

いりましたが、町独自の手法で完全賠償の請求手続を東京電力に対して行っていくことといたしまし

た。このため、さきの臨時会においても損害賠償手続の流れ等を説明させていただきましたが、現在、

損害賠償を求めるための和解仲介申立書を作成中であります。年内にも全国の町民の皆さんへお届け

する予定になっております。

また、支援いただく弁護団につきましても、当地において近日中に設立予定であり、全国的な弁護

団のネットワークにより全国の町民の方をカバーしたいと考えております。

さらに、年明け早々には、希望者に対する弁護団による説明会や相談会を開催し、和解仲介申立書

の作成方法、申し立てについての指導、助言を受けることができるよう計画しております。この説明

会等の日程については、決定次第、ホームページ等でお知らせをしてまいります。

この後、原子力損害賠償紛争解決センターへの提出をし、和解仲介を受ける手続になりますので、

ご理解を願います。

続きまして、原子力事故から９カ月がたち、内部被曝検査も終わっていない町民も多くおり、検査

の順番を待つだけでなく、町独自の健康診断を行うことは考えていないのかとのおただしですが、こ

れまで内部被曝検査は、福島県が実施主体となり、町が対象者へ周知、受け付け、検査連絡等を担当

し、９月29日から、妊婦、乳幼児、高校生までの児童生徒及び原発事故後に浪江町津島地区及び20キ

ロ圏内にいた方を対象とし検査を開始し、11月末日現在で884名の方が検査を受けられました。今後

の検査日程として、福島県から来年１月まで予定が示され、現在、検査申し込みのあった対象者への

連絡などを行っているところであります。

また、双葉町独自で福島県内の民間医療機関と内部被曝検査に関し協定を締結し、その民間医療機

関におきまして、12月１日から内部被曝検査を開始しておるところであります。

当初、検査が茨城県東海村にあります独立行政法人日本原子力研究開発機構と同開発機構の移動検

査車による検査だけでしたが、その後、福島県が購入した移動検査車による検査がいわき市の常磐共

立病院でも開始され、また新潟県放射線検査室でも検査が開始されました。

町独自の検査、健康診断につきましては、現段階では福島県が実施主体となり実施している検査の

進みぐあいと、民間医療機関での実施状況を見たいと考えております。また、その協定を締結してい

る民間の医療機関では、協定で、現在の検査対象以外の一般の方の検査も定めている検査料金の半額

で実施していただけることになっております。

なお、この間、町として福島県に対し、住民の安全・安心のため、できるだけ早く内部被曝検査を

希望する町民全員を対象として実施していただきたい旨の要望をしてまいりました。当初、検査対象

者数が妊婦と小学生までのお子さんでしたが、現在、高校生までを対象とすることができました。今

後とも引き続き、希望する町民全員の検査の早期実施に向けて要望を行いたいと考えております。
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次に、町政懇談会など、町民と町長が直接町民と話をする計画等があればとのおただしであります

が、東日本大震災、原子力発電所の事故以来、町民の皆様には双葉町を離れ、長期間にわたり不自由

な避難生活を余儀なくされ、大変なご心労を重ねているところでございます。このような状況で、町

民の皆様からは数多くの相談やご意見、要求をいただいております。町としても、できる限りの行政

サービスと避難生活における支援対策を全力で取り組んでいるところであります。

３月11日の発生から９カ月が過ぎ、新しい年を迎えようとしていますが、政府からは何の方向性も

示されておりません。このように先の見えない避難生活には限界があります。今後は、町民の皆さん

が一番心配されている本町のまちづくりをどのようにするのか、方向性を示さなければならないと考

えております。早い時期に方向性を出して、町民の皆様の率直な意見をいただく機会をつくっていき

たいと考えております。

済みません。答弁の誤りがありましたので、訂正をさせていただきます。先ほど検査の中で、いわ

き市の磐城共立病院ということを、私、常磐共立病院と言ったようでございますので、磐城共立病院

に訂正をお願いいたします。

〇議長（佐々木清一君） ５番、菅野博紀君。

〇５番（菅野博紀君） 何点か再質問させていただきます。

（１）番は、最後の（５）番のほうで一緒になると思うので、後でさせてもらいます。

あと、（２）番のほうで、各自治会の規約、私、見させていただきました。自己運営ということで、

すごく気になりました。町長、これ普通に考えて、皆さん、避難生活というのは収入とかそういうの

が安定しているわけでも何でもないわけですよね。そこで、自己運営というのは全くもって、町民の

人と話していないからそういうふうになってくるのです。一方的な話なのですよ、町長。町長、執行

部としての一方的な話で、自立しようとしている方々が仮設に入ったというのは、大変だから、自分

たちで行く場所がないから仮設に入って一生懸命やっている方々から、またお金をとって自分たちで

やりなさいというのであれば、仮設に行っても自治会に入る人がいなくなるのではないですか。大変

な人は出せないですよね、その会費とかそういうものを。今は正常な状況ではないということをおわ

かりになってその規約案とかを書いているのかなと。私は本当に、町民の方々、避難している方々の

気持ちになってやってほしい。町長、自立、自立と言って、それでは町民を投げ出しているようにし

か、私には見えないのです。予算の配分、もちろんこれやるべきだと思います。

それで、町長、この自治会に関しては、町はかかわってやっていくというような、前にお話しあっ

たような感じがするのですけれども、町がかかわらなくてはならないものだと思います。そこの場所、

場所によっての仮設の事情ってありますよね。お年寄りの方が多い。若い人が多い。混合している場

所もいっぱいありますよね。それを一括して同じような案を出して、これでは会費払って自己運営な

のかというような、町民に誤解を与えるのはちょっとどうなのかなと。ちゃんとした予算配分をして

ほしいと思います。人数割りでも何でも。結局、前にあった区長制度とかそういうところでも、区長
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報酬に関しても何にしても、町から出ているものもありましたよね。そういうのを考えたときに、や

っぱりそれなりの予算はつけるべきだと思います。

例えば、その次の（２）番の中で、富田仮設なんかでは畑づくりしたい、町でかかわってくれない

かというお話しありましたよね。町ではかかわれないと。自分たちでやりなさい。全然知らない土地

に来て、みんなで食費とかそういうのを少しでも浮かそうとか、富田の人たちの話を聞いていれば、

これで配食サービスでもやりたいなというような話もありました。聞きました。そこに町が関係ない

のではなくて、ちゃんとかかわってください。かかわらないと、双葉の町民の人が、私たちは行政か

ら町民ではないと思われているというようなお話も私聞いてきましたので、そこはちゃんとしたかか

わり合いをしていただきたいと思いますので、それに対してのご答弁をお願いいたします。

あと、（３）番で、町で出している和解のあれありますよね、紛争審査委員会に出す。その期間を、

大体どのくらいかかるのかということを教えていただきたい。紛争審査委員会に出して、東電さんと

の話し合いをベースとして紛争審査委員会に直接出すのであれば、その期間がどのくらいかかるか、

試算ももちろん町長出していますよね。

それと、私たちも議員としてそのことの説明受けました。そのときに、弁護士を使った和解、そし

て弁護士を使わなかったときの和解、それで納得できなかった場合。これはもちろん裁判になります

ね。その場合の町のかかわり合いを教えていただきたいです。どういうふうにお考えなのか、お伺い

します。

それと、私、賠償と補償と書いてありますけれども、補償の意味で、町としての町民への生活保障

をどのようにお考えなのか。賠償問題は時間がかかります。生活保障等、考えているのか、いないの

か、お伺いいたします。

（４）番、町長、９月の議会でも、私、お話ししました。まだ子供で受けていない人います。内部

被曝検査。双葉町のこの検査等で甲状腺に異常が見つかった子、何人かいませんか。あそこの地域で

見つかった子いませんか。私、前にもお話ししていますけれども、検査を待っているのではなくて、

そういう一番影響のあるところ。全町民とは言いません、順番つけてもらっても結構なので。国とか

県とかではないのです。双葉町として双葉町の町民を守る気があるか、ないか。やる、やるではなく

て、やるのだったらいつやるか、予定等あればお答えください。

あと、（５）番、今後、町政懇談会等あれば、町長が直接町民と話す計画があれば教えていただき

たいということなのですけれども、町長、もう９カ月以上たって、町民と何回話しましたか。今町長

が、国、県、いろんなところに要望しています。これは町民の声ですか。私は違うと思います。ちゃ

んと町政懇談会等をやって、やっぱり悩みとかそういうのを聞いて、それが本当の陳情ではないです

か。前９月定例議会でも私言わせてもらいました。声を聞いているのは陳情です。それで忙しいと言

ってもらうのだったら、私はそう認めます。だけれども、町民の声を聞かないままの陳情とか、そう

いうもので忙しいのは、私は忙しいうちに入らないと思いますので、そこら辺ちょっと、本当に町民
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と話してください。これはお頼みします。町政懇談会等をやっていかないと、本当双葉の町民の人た

ちは、東京電力の事故、東日本大震災、地震、津波の影響だけではなくて、精神的に皆さん本当に悩

んでいる方いらっしゃるのです。そういうことを考えて町政懇談会等どういうふうにお考えなのか、

お伺いいたします。

〇議長（佐々木清一君） 町長、井戸川克君。

〇町長（井戸川克君） 菅野議員の再質問にお答えいたします。

まず、自治会の問題でありますが、現在の自治会は仮設だけになっております。遅くなって、何で

もかんでも遅れているのは事実でございます。これはおわび申し上げますが、そのほか、今大きな問

題になっているのは、借り上げの方たちの連絡体制をどうすればいいのかということで、心配をして、

今いろいろと考えております。ここもやはり地区ごとの連絡体制を整えないと、仮設だけ、仮設だけ

といろいろ今言われているところもありますので、当然菅野議員の言うこともわかるのですが、早急

にこの体制を整えて両者の、ここに仮設だけにお金を入れてしまうことなく、やはりもう少し広い意

味でのことを考えていかないとまた新たな問題出ますので、この借り上げ住宅の連絡網をつくった時

点でまたあわせてやっていくということで、今すぐ自治会のほうに予算配分するということでなくて、

全体の流れをつくった中で公平にできればやりたいなと、そんなふうにも考えております。

今一生懸命、自治会の組織の立ち上げを各仮設でやっていただいております。まだその一片も見え

ないところもあるのも事実でございます。しかし、何とか今の現状の中で体制だけでもつくっていた

だいて動いていただいて、先ほどの答弁にもあるように、必要性に応じて対応をさせていただきたい、

こんなふうに考えております。

今、弁護団のほうとのいろいろと話し合いを進めておりますが、やはり準備も必要であります。一

つ体制つくって、あと用紙は今印刷中で、間もなくできるということですので、来たらば全町民に配

布して見ていただいて、そして速やかに説明会を開始して、請求ができるような運びに持っていきた

いと考えております。

その後の裁判ということは、なるべく裁判までいかないことで決着していただきたいということで

紛争解決センターに持ち込むことであります。行政というか、町のやることについては限界がありま

すので、裁判のところまでは町は介入できないことを考えております。精いっぱい頑張って、今のと

ころ、皆さんの説明会をして、申し立てをする行為までが行政の限界かなというふうに考えておりま

す。今後どういうことになるかわかりません。まだその推移を見ながら、その方向については検討し

てまいりたいと考えております。

町民の皆さんへの生活保障についてですが、これは行政の限界というか、そういうことも加味しな

がら、やはり公金の使い方というのはいろいろと制限がございますので、これはこれから、今提案申

し上げている町の貸付金制度ということで何とか対応をお願いしたいと考えております。

被曝の問題については健康福祉課長のほうからお答えをいたします。
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町政懇談会、これは当然やらなければなりません。まだまだ政府のほうでは、この前、説明会を受

けただけで、この３つの地域のどの地域を指しているのかは確定はしておりません。その方向性が少

しでも見えた段階で町民の皆さんの声を聞いて、もろもろの声ももちろん聞かなければなりません。

年明けたらばそれを計画して、順次町政懇談会をしていきたい、そんなふうに考えております。

〇議長（佐々木清一君） 竹本健康福祉課長。

〇健康福祉課長（竹本良一君） 菅野議員の内部被曝検査に関しましてご説明申し上げます。

内部被曝検査、先ほど町長のほうから答弁されましたように、11月現在で884名の方が内部被曝検

査を受けております。最終的な数字でありませんが、1,100名程度、先週段階で集計になっておりま

す。最終的に１月まで県で示されていますが、１月段階で1,200人弱の方が内部被曝検査を受けるこ

とになっております。

また、甲状腺検査でありますが、１月から３月まで実施されるということで、約1,100名の方がこ

の間に実施されることになっております。

以上であります。

（「議長、これ質問と答弁違うんですけど」と言う人あり）

〇議長（佐々木清一君） 暫時休議します。

休憩 午前 ９時３１分

再開 午前 ９時３４分

〇議長（佐々木清一君） 会議に戻します。

町長、井戸川克君。

〇町長（井戸川克君） 菅野議員の質問にお答えいたします。

いつまでにやるか、いつまでという期間ですが、皆様には、きのう体制が決まったので、通知はこ

れからしたいと思いますけれども、その弁護団の体制というのを、25日にならないと全国で、どのぐ

らいの方が弁護団に入っているのか、まだわからないところがありまして、その弁護団との協議でい

つまでにというふうになるのだと思いますので、もう少し時間をいただいて、今ここで答弁できるの

は、早急に弁護団と協議して全国を網羅的にやっていきたい。速やかに事務処理をやっていきたいと

いうことしか今は言えませんで、期間というのは、とにかく早急にということしか今のところ……。

あと、検査のほうは、再度健康福祉課長のほうから答弁いたします。

〇議長（佐々木清一君） 竹本健康福祉課長。

〇健康福祉課長（竹本良一君） 菅野議員の内部被曝検査に関しまして、追加でご説明申し上げます。

町独自の検査の取り組みということで、県内の民間の医療機関と町独自で協定を結んで現在進めて

おるところでありまして、その周知も含めて今後行いたいというふうに思っております。

以上です。
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〇議長（佐々木清一君） 暫時休議します。

休憩 午前 ９時３７分

再開 午前 ９時３８分

〇議長（佐々木清一君） 会議に戻します。

５番、菅野博紀君。

〇５番（菅野博紀君） 時間もなくなりますので、今度はちゃんとしたご答弁を、再々質問で最後な

ので、よろしくお願いします。

（２）番、仮設の件なのですけれども、地域ごとの連絡。借り上げの方々のことも私は考えていて、

これは含めての話です。自治会ができて会費をとれば、そこの自治会の人たちだけになるのです。自

治会というか、仮設の周りには、皆さん、借り上げの方もいっぱいいらっしゃいます。その入りやす

い体制というのを何で町でつくらないのですか。その人たちが、そこに来れば情報とか何とかという

のをちゃんととれるように、門扉を開くために、僕は町で運営するべきだというお話をしているので

す。

町長、これね、全部総合的に言わせてもらえば、ここでもう町民と話されないからそういうことに

なるのです。行っていないからそういうふうになるのです。仮設住宅に借り上げの方、よくいらっし

ゃっていますよ。私、借り上げ住宅の方たちと仮設住宅でよくお会いします。そういう面で、やっぱ

り行っていない、話をしていないからそういう現状が出てくるのです。考えさせてくれ、何してくれ

って。検討しますというのは、動いていないことと私は今議会で思います。実際にはそういうことを、

例えば本当に福島支所の方々、そういう方をちゃんとした形で、毎週何曜日の何時という連絡体制を

とっていれば、それが現状わかってくると思うのです。人員不足とか、そういうのがあるからこそ、

わからないから、こういうことになるのではないですか。そこら辺、どういうふうにお考えなのか。

借り上げの方だって、実際に言えば仮設にも来ています。入りづらくありませんか。自治会のことを

逆に言わせてもらえば、各仮設で何で騎西には自治会つくろうとしないのですか。おかしくないです

か。仮設だけにお金をあれするって。現実、騎西には予算は使っていますよ、実際。使っていますよ

ね。町からの予算を使っている。町からの予算というのは、町から手入れていますよね、実際は。手

入れていないですか。職員さんとか、そういう面で入れていないのか。そういうことも考えて、仮設、

借り上げの方、仮設の自治会のことをどういうふうにお考えなのか、再度お伺いいたします。

あと、（３）番、貸付金で対応してくれと。町長、これ期間どのくらいで、ちゃんとしたお金がい

ただけるのか。簡単に言うとお金が幾ら出るのか。それをはっきりしないうちに10万円というのはど

ういう試算で出したのか、貸付金の10万円は。紛争審査委員会は多分１カ月に１回ぐらいの話し合い

だと思うのですけれども、最低でも３カ月ぐらいだと思うのです、かかるのが。３カ月間、10万円で

暮らして、これで対応しろというご答弁でよろしかったのか、ちょっとお伺いしたいです。その期間
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も何もわからないままに、まさか行政としてそんなことはやらないと思うので。１カ月どのくらい生

活費がかかって、仮設住宅、借り上げ住宅の方、家賃はないとはいえ、食費、光熱費、いろんな面で

お金がかかりますよね。今までになかった。福島県でも、私どものほうは雪がほとんどなくて、雪が

ある地方とは全くもって生活のあれが違いますよね。その中でお金かかる部分がいっぱいあるのにも

かかわらず、その10万円という試算とその期間はちゃんと、今言われている賠償の仮払い金ですよね。

本補償、その半年分とかそういうのがいついただけるのか。どのくらいになるのか。今福島の方、借

り上げの方、埼玉にいる借り上げの方、全国の借り上げの方は、仮設住宅等、すごくお金に困ってい

ますよ、先が見えないと言って。使えないと言って。そういうことをずっとやっていけば、逆に言え

ば、私が一番おっかないのは、孤独死、餓死、こういう死のあれを言っていますけれども、そういう

４つの項目に当たってくると思うのです。実際もう、私、名前は出さないですけれども、仮設住宅で

の１件の亡くなられた方は孤独死だと思っています。町長もおわかりでしょうけれども、そこら辺を

考えた中で、ちゃんとした自治会の運営ができないとそういうふうになると思います。そういうもの

は続けてほしくないと思います。

その期間、いつもらえるか。その貸付金の10万円というものを対応してくれるというのであれば、

その根拠。10万円で１人どのくらい暮らしていけるのか、どういうふうにお考えなのか、お伺いいた

します。

あと、（４）番の健康診断。わかります。町独自でやっているのですけれども、双葉町の住民は福

島県にいっぱいいますよね。そうしたら、県外に出ている人は対応してもらえないということですよ

ね。全部全額お金出してやりなさいということですか。町で、いついつ、ここの病院であれしますよ

とかということがちゃんとできないのですか。これで集約できるのですか。異常があったり何かした

とき、町に報告とかそういうものは要らないのかな。甲状腺に異常ありました、何ありましたといっ

たときに、町に報告は要らないということなのでしょうか。それが町主導で、福島県のさっき言った

公立病院と、そういうところだけでいいのか。町で本当に主導してやっていかなくていいのかという

のが、僕、問題だと思うのですけれども、そこら辺はどういうふうにお考えなのか、お伺いします。

あと、最後、（５）番で、僕は一番心配なのは、子供を持つ親が、今後学校施設どうなるの。町長

から話が出てくるのかなと思ったのですけれども、町長、子供、子供と言う割には、これ町政懇談会

で絶対出てくる話なのです。出てくる話に、町長、自分から触れないということは、これどうします

かって、今後の方向性ありますよね。町政懇談会は本当に町民の人たちの声を聞くためにやるわけで

すよね。町民の声を聞く。町政懇談会だけでなくてもいいと思うのです、町長が顔出してくれれば。

それがないから、今後の学校どうするのって。今一番、子供を持っている親の方々が、線量が低くて、

学校できれば、なじまない部分もあるし、前の双葉の子供たち、双葉町が学校を何とかしてくれれば

行きたいなという人は結構いらっしゃるのです、全員とは言いませんけれども。そういう方向性を持

った中で話してもらうのと、来年って、町政懇談会、来年かもしれないですけれども、今町長の日程
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がとれるのであれば少しずつでも回ってください。話をしてください。行くことを伝えてください。

その町民の声を聞いて、いろんな面の話ありますよね。僕なんか町民の人から見ると、町長、何もな

くて、町長、いろんな話聞いて、国等から言われますよって。だけれども、日に日に話は変わるとい

うことをおっしゃいますよね。町民の人は、３月11日以降、大した情報もなく、あと結果しかないの

です。中身がないのです。何もわからないままに進んだということになるので、それは話が変わって

も、やっぱり報告というか、そういう話をしていかないと、町が一体にならなくなるので、それは町

長、今後、町政懇談会、ぜひ仮設とかそういうのに行くということをお約束願えれば一番いいことと、

その仮設に行くことによって、借り上げ住宅の方とかそういう方も対応できると思います。ちゃんと

町で言えば、日にちさえ言えば来てくれると思いますし、そういうような方向性でぜひともやってい

ただきたいと、これは最後お頼みですけれども、町民と話していただきたいと思います。

〇議長（佐々木清一君） 町長、井戸川克君。

〇町長（井戸川克君） 菅野議員の再々質問にお答えいたします。

もとより今精いっぱい毎日やっているつもりでございます。そこで、そのいつまでということにつ

いての期限は、はっきり申し上げられません。とにかく始まることが先でありますので、始めさせて

いただきたいと思います。その中で、紛争解決センターのほうで、いつまで決めるということは、今

度は個人の条件の部分で、納得いかないとなれば、かなり長くなりますので、これは個人の要求と折

り合いのつく話でございますので、私のほうで期限を設定することはできませんので、とにかく早く

始まっていただきたい。早く決めることは、合意を早くすることでありますので、これは個人の納得

の範疇にあるというふうに考えております。まず私としては、その機会を早くすることが今求められ

ているというふうに理解しております。

10万円については、やはり双葉町の財政の問題もございます。可能な限り10万円と考えて10万円と

いうことで設定いたしましたので、ご理解をいただきたいと思います。

町政懇談会については、もちろん何か成果のあるものを持っていかないと皆さんの要望にこたえら

れないだろうし、速やかにその方向を構築して、年内はちょっと、今いろいろ調整していますが、年

内にはちょっとかなわないなと思いますので、年明けたらば速やかにやってまいりたい、そのように

考えております。

健康調査、これも本当に可能な限りやっていきたいと考えております。ただ、ちょっと残念だなと

思うところは、どうしても医者、受け入れる側のほうですね。どうしても福島県の医大のほうに情報

が行くようになっているようだし、各、我々、県内の首長同士の会議などでも、こういうことの機械

何台あるのだと。あるいは、日本に何台あるのだと。そんなこと語っていないで何とかしろという、

これは立場を変えれば、先日もそのような話を、私のほうもそういう話をして、とにかく速やかに県

民である我々町民を早くやっていただきたい。これは保健福祉部長にも県知事にも申し上げておりま

す。双葉町でも独自にやれということでもあります。当然遅れてはいますけれども、その方向で考え
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ているということもあわせてご理解をいただきたいと思います。

あと、補足答弁は健康福祉課長からご説明を申し上げます。

〇議長（佐々木清一君） 竹本健康福祉課長。

〇健康福祉課長（竹本良一君） 菅野議員の内部被曝検査に関しましてご説明申し上げます。

県外の人の対応はということでありますが、現在、個人として県外の医療機関で受けるのは大変難

しいような状況もあります。情報によりますと、県で移動検査車を増車するというようなこともあり

ます。あと、現在県外では新潟で実施しているわけでありますけれども、今後１月以降、１月で今回

の予定の提示は終わるわけでありますが、今後早目に次の検査を実施するように再度要望していきた

いというふうに考えております。

以上です。

〇議長（佐々木清一君） 暫時休議します。

休憩 午前 ９時５１分

再開 午前 ９時５３分

〇議長（佐々木清一君） 会議に戻します。

５番、菅野博紀君。

〇５番（菅野博紀君） どうもありがとうございました。これで私の一般質問を終わらせていただき

ますが、今後、町民のために今後４年間もちゃんと答弁をいただき、皆さんにお伝えする役目やって

いきたいと思いますので、よろしくお願いします。

〇議長（佐々木清一君） 通告順位２番、議席番号３番、岩本久人君の一般質問を許可いたします。

３番、岩本久人君。

（３番 岩本久人君登壇）

〇３番（岩本久人君） こんにちは。議席番号３番、岩本久人でございます。ただいま議長より一般

質問の許可をいただきましたので、あらかじめ提出させていただきました通告書に従って一般質問を

させていただきます。早速始めさせていただきます。

まず、大きな１点目、町長の政治姿勢についてお伺いいたします。未曾有の東日本大震災から、は

や９カ月が過ぎました。東京電力福島第一原子力発電所事故の工程表ステップ２の目標である冷温停

止が終了したということでありますが、廃炉までの道筋は遠く、どの時点が収束なのか、いまだに疑

問に思うところであります。原子炉から溶け落ちた燃料の状態、放射性物質の外部への放出、汚染水

の漏えいなど、多くの難題が隠されていると思うが、何よりも迅速な情報公開が課せられていると思

います。

さて、双葉町は依然として役場機能が県外移転のままであり、加須市避難の方は、いつまでここに

いなければいけないのか。県内避難の方は、町長初め役場機能はいつ県内に戻ってくるのか、疑問、
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不安のまま、年の瀬を迎えます。

一方では、計画的避難区域、緊急時避難準備区域の一部の市町村が解除され、帰還の準備に入って

いる中、警戒区域の中では本格的除染作業に向けた国の除染モデル事業や除染活動の拠点となる役場

施設の除染が進められております。高度な除染技術を確立させ、早期の除染を国の責任で進めなけれ

ば帰還はなかなかかなわないところであると思います。多くの町民の方は、町へ帰れるのか、帰れな

いのか。住めるのか、住めないのか。町はこれからどうなるのだろうと双葉町の将来に不安を抱いて

いると思います。そのためにも早急に町の方針、方策が必要だと思いますが、いまだに示されており

ませんが、今後の町政執行について数点お伺いいたします。

１点目、現在、埼玉県旧騎西高校に避難している町民の方は何人いるのか、お伺いいたします。

２点目、埼玉県旧騎西高校としては、いつ閉鎖するのか、予定をお伺いいたします。

３点目は、町長は、今後長引く避難の中で双葉町へ戻ることを前提としてのまちづくりを考えてい

るのか、戻れないことを前提としたまちづくりを考えているのか、お伺いいたします。

４点目、双葉町復興計画策定はいつごろになるのか、時期をお伺いいたします。

５点目ですが、町復興計画策定においては、町民の皆さんの意見、意向を反映させなければいけな

いと思うが、町民アンケート調査などを実施する考えがあるのかどうか、お伺いいたします。

６点目、今後、町独自の放射線モニタリング調査の実施の予定はあるのか、お伺いします。

７点目、国の除染モデル事業を断っておりますが、町では除染計画の考えがあるのかどうか、お伺

いします。

続いて、大きな２点目、地域コミュニティの再生についてお伺いします。長引く避難生活の中で、

散り散りになった住民のきずなをどう築いていくのか、喫緊の課題だと思います。人と人とのつなが

りが町民力を高めることであり、長期避難が続くことにより町民意識が希薄になることであり、避難

先でのきずなの輪を広める意味でもコミュニティの場が重要であると思いますが、そこで数点お伺い

いたします。

１点目、町民同士が連絡をとり合えるよう避難地区別避難者名簿を作成してはどうかと思うが、お

考えをお伺いいたします。

２点目は、仮設住宅など避難地でのイベントや祭り等の補助金を出すのか、お考えをお伺いいたし

ます。

３点目ですが、先ほど同僚議員の再質問の答弁にありましたので、割愛をさせていただきます。

大きな３点目、仮設住宅と借り上げ賃貸住宅の今後の対応についてお伺いします。応急仮設住宅及

び借り上げ賃貸住宅での住環境対策や長期避難が予想される中での入居期限など、入居者にとっては

さまざまな不安や不満がありますが、だれもが安心して暮らせるには、公平、公正な支援が必要かと

思いますが、数点についてお伺いいたします。

１点目は、仮設住宅及び借り上げ賃貸住宅の入居期限はいつまでなのか。また、入居期限の延長は
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あるのかどうか、お伺いします。

２点目は、県内仮設住宅の自治会の設立状況はどのようになっているのでしょうか、お伺いします。

３点目は、仮設住宅と借り上げ賃貸住宅への避難者支援に格差があるようですが、平等な物資支援

を町としてはどのように対応するのか、お伺いいたします。

４点目、県内の仮設住宅内には高齢者サポート施設、グループホーム施設などの福祉施設が整備さ

れているところもありますが、今後の町の対応についてお伺いいたします。

大きな４点目、行政機能の連携についてお伺いいたします。過日総務省から原発避難者特例法とし

て、指定市町村及び特例事務が告示されましたが、そのことについて数点お伺いいたします。

１点目、この告示はどのような内容のものか。また、避難者への今後の周知徹底はどのようにする

のか、お伺いします。

２点目ですが、避難先市町村との連携をどのように図っていくのか。また、課題点はあるのかどう

か、お伺いします。

以上、大きく４点についてお伺いします。ゆっくりご答弁お願いいたします。時間かけて結構です

から、よろしくお願いします。

〇議長（佐々木清一君） 町長、井戸川克君。

（町長 井戸川克君登壇）

〇町長（井戸川克君） ３番、岩本久人議員の一般質問の通告書にお答えいたします。

まず、旧騎西高校で避難生活をしている町民は何人かとのおただしでありますが、12月15日現在、

職員を除き563人の町民の方が避難生活を送っております。

次に、旧騎西高校の避難所としての閉鎖はいつかとのおただしでありますが、今回、事業者による

事故収束の工程表のステップ２の終了が発表されましたが、汚染水の浄化装置の停止や水漏れなどが

これまでも発生しており、仮設設備の信頼性の確保など、まだ原子力発電所全体が安定状態にはない

と考えており、さらに放射線の除去も進んでいない状況であり、高線量の瓦れきの処理など多くの課

題も残されております。今後は完全収束に向けての中長期的段階に入ることになりますので、帰還時

期、さらにはこの避難所の閉鎖時期については、これらの状況を見きわめて総合的に判断したいと考

えておりますので、ご理解願います。

ふるさとへ戻ることを前提とするのか、戻れないこと前提としたまちづくりをするのかとのおただ

しでありますが、原子力発電所事故の収束がいつになり、いつ帰還ができるかの明確な判断が示され

ない中、避難生活も９カ月が過ぎ、今後の情勢により、さらに長期の避難生活が懸念され、帰還する

までには遠い道のりと考えられますが、町民の皆さんとともに必ず双葉町へ戻り、町を復興する考え

でありますので、故郷へ戻ることを前提としたまちづくりを進めたいと考えております。そのために

は原子力発電所事故の一刻も早い収束をすることであります。国や事業所に対し確実な事故収束に向

け最大限の努力をしていただき、帰還できる環境整備について強く要望してまいります。
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双葉町復興計画の策定時期についてのおただしでありますが、計画策定については手順を踏まえな

がら策定していきたいと考えております。原子力発電所事故の収束がいつになり、避難解除によりい

つ帰還できるかが不透明な中、町の被害状況も把握が難しい状況となっておりますが、町として復興

に向けた道筋をお示しすることが重要であると考えておりますので、策定に向けた第一歩として、今

年中に復興への手順とプロセスを描いた「復興への道の素案」を全世帯に配布し、設問に対して１月

末までにご意見を伺うこととしております。

策定時期については、ご回答いただいた貴重なご意見などを踏まえ、今後の諸情勢を見据えながら、

復興計画を策定してまいりたいと考えておりますので、ご理解をお願いいたします。

双葉町復興計画策定において、住民アンケートを実施する考えはとのおただしでありますが、復興

計画については、復興のためのより具体的な計画となるため、計画策定の過程において住民アンケー

ト調査は重要な調査であり、策定するための基礎データの調査として実施していきたいと考えており

ます。

町独自によるモニタリング調査の実施予定はとのおただしでありますが、既に主たるモニタリング

は文部科学省、経済産業省及び福島県、ＪＡＥＡ等が実施しており、その結果の一部はリアルタイム

で関係省庁や町村のホームページや新聞等で公表されております。今後、警戒区域内での詳細な走行

モニタリングの実施結果についても定期的に公開される予定で協議を進めております。

現段階での町独自でのモニタリングの実施計画は未定ではありますが、除染の本格的な実施に伴い、

その結果の検証や復興計画の基礎データとして細部にわたる独自調査が必要と判断される場合には、

独自での実施を検討する考えであります。現段階では関係省庁及び関係機関の測定結果を活用し、町

全体で環境に関する情報を共有したいと考えておりますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。

除染モデル事業を中止したが、町の除染計画のお考えはとのおただしでありますが、環境省が実施

予定である除染モデル事業については、その経過については既にご存じのことと思いますが、事業途

中の中止ということではなく、その事業そのものの実施について、その技術的課題及び除染による汚

染物質の処理方法について関係機関と協議を行ってまいりましたが、その結果として今回のモデル事

業については実施を見送らせていただくことといたしました。

なお、モデル事業の実施の有無は、国が行う予定の本格的な除染事業の計画策定及び実施には何ら

影響を与えるものではありません。

本町の除染計画については、町の全域が警戒区域にあることから、国が責任を持って除染の実施に

当たるため、今後、国において除染計画を作成し、町及び関係機関への説明と協議が行われるものと

思われますので、町独自での除染計画については今後の状況を見て判断したいと考えておりますので、

ご理解をお願いいたします。双葉町の再生復興のためにも、効果的な除染事業となることを望むもの

であります。

次に、地域別避難者名簿を作成してはとのおただしですが、避難者名簿につきましては、避難者の
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皆様から寄せられた所在情報等に基づき集約し作成しており、支援や情報の提供に欠かせない名簿と

して、常に最新の所在情報の提供を呼びかけているところであります。

しかし、ご存じのとおり、近年来、個人情報保護法等により、その公開もしくは譲渡などは制限さ

れることも多く、必要とされている方々への所在情報の提供も、その都度、本人の許可もしくは本人

への伝言という形で連絡をお願いしている現状でありますので、名簿等の外部への提供は慎重に対応

することはご理解をお願いいたします。

次に、応急仮設住宅、避難地でのイベントや祭り等への補助金を出す考えがあるかとのおただしで

すが、先般、双葉町の祭り・イベント事業補助金交付要綱を制定し、本議会で補助金の補正予算を計

上しているところであります。この補助金は、地域コミュニティの推進と本町の活性化及び町民の連

帯感を醸成するために開催される祭り・イベント事業に要する経費に対して補助をするもので、震災

前のような実行委員会的な組織形成が難しくなっている今日、それぞれの避難先で双葉町の伝統ある

祭りの継承や新たなイベント事業の実施に際し、実行する対象団体へ町が側面支援する目的で制定い

たしたところであります。今後、町民力の結集、町民の連帯感により、きずなを深め、本補助金の有

効活用を図っていただきたいと考えております。

仮設住宅、借り上げ住宅の入居期限はいつまでか。また、期間延長はあるのかとのおただしであり

ますが、入居期間は、法律で入居した日から原則１年間とし、最長２年間とするとされています。ま

た、入居期間の２年以下とは仮設住宅、遡及期間を含めた借り上げ住宅の通算入居期間となります。

また、期間延長はあるかとのおただしですが、法による応急仮設住宅を供与できる期間は原則２年

以内とされていますが、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法

律による特定非常災害に指定された災害で、政令で建築基準法による応急仮設住宅の存続期間の特例

に関する措置が適用すべき措置として指定された場合は、厚生労働省に協議をすることで期間を延長

することができるとされています。

県内仮設住宅の自治会設立状況のおただしでありますが、仮設住宅の設置箇所数は、郡山市及びい

わき市地域を主体に県全体で９カ所に設置されております。このうち、いわき市南台ほか５カ所は設

立済みであり、福島市の１カ所は年内の設立総会に向け準備中であります。なお、会津若松市ほか１

カ所につきましては、世帯数も５世帯から９世帯と少ないことから、地区内の代表世話人の方を通し

ての連絡情報提供を行っておりますので、ご理解願います。

仮設住宅と借り上げ住宅への避難者支援の格差がありますが、平等な物資支援の町としての対応は

とのおただしでありますが、仮設住宅と借り上げ住宅は建築の方法や設備の設置等多くの違いがあり

ますが、避難されている町民の皆様が生活する上で不便のないよう、また住んでいる場所で格差が生

じないように生活支援物資の配布などを行い、最大限の行政施策により格差解消を行っております。

これから今までに経験のない本格的な冬を迎え、さまざまなことが想定されますので、町民の皆様の

避難生活が快適に過ごせるよう、平等な生活支援を実施してまいります。
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続きまして、仮設住宅内の高齢者サポート施設、グループホーム施設などの今後の対応はとのおた

だしですが、現在、いわき市南台の応急仮設住宅地域に、福島県が高齢者等のサポート拠点施設とグ

ループホーム施設を整備しているところであり、いずれも来年１月中の開所を目指して進めていると

ころであります。これらの施設は、応急仮設住宅における要介護高齢者等の安心した日常生活を支え

るために、双葉町が福島県に要望し、福島県が整備しているもので、高齢者等のサポート拠点施設が

双葉町社会福祉協議会、グループホームがふたば福祉会に運営いただく予定となっております。

高齢者等のサポート拠点施設では、仮設住宅に居住する高齢者等に対する日常生活等に関する総合

相談や生活指導、必要に応じた日常の生活支援サービスの提供、また新しい環境、人間環境の中で閉

じこもりがちで孤独になりがちな高齢者等の要援護者が気軽に集え、お互いに交流を深め、また地域

の人たちと触れ合いの輪を広げ、心身とも健康で毎日生きがいと潤いのある生活を送れるようにする

ための一助として、地域サロン、介護保険対象外のデイサービス、健康づくり教室等のサービス提供

も行う予定となっております。今後、高齢者のニーズを踏まえた介護サービスの展開を考えておりま

す。

次に、原発避難者特例法の告示内容についてでありますが、東日本大震災における原子力発電所の

事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する

法律第５条第１項の規定に基づき、指定県及び指定市町村から避難住民に関する特定の事務の届け出

により、その事務の範囲について告示されましたが、指定町村の事務については、大きく分けて福祉

と教育の事務が対象とされました。まず、福祉関係の事務については９つの事務が対象にされ、教育

関係の事務についても２つの事務が対象とされました。

さらに、町民の皆様への今後の周知についてでありますが、町ホームページや広報により周知する

ことになると思いますが、町民が多く避難されているいわき市や南相馬市のように今回指定を受けた

市もあることから、今後、県を含め協議した後に周知を図りたいと考えております。

次に、避難先市町村との連携をどのように図っていくのかについてでありますが、町がそれぞれ避

難先の市町村と直接事務の依頼をするのではなく、町から町民の避難先情報を福島県へ通知し、福島

県がその情報を県内市町村及び各都道府県へ通知し、各都道府県がそれぞれの市町村へ避難先情報を

通知することで、避難情報を受けた各市町村が避難町民に対し特例事務の行政サービスを実施するこ

ととなります。

この行政機能の連携についての課題としては、まず避難者を受け入れている避難先自治体の業務の

実施体制の問題があります。特にいわき市には、双葉町などの市町村から２万人を超える方が避難さ

れております。特例事務の実施に当たっての調整が必要となってきます。また、全般的な課題といた

しまして、避難されている方の個人情報の提供、行政サービスをどこまでやっていただくか、避難先

市町村と双葉町で提供していたサービスの内容の違い、個人負担の問題などが想定されます。また、

実際に開始してみないとわからない課題についても当然あるかと思います。これらの課題につきまし
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ては、避難先の市町村と十分な協議をしながら進めてまいりたいと考えております。

教育委員会関係特例事務につきましては、児童生徒の就学等に関する事務として、義務教育を受け

る子供の情報を記録する学齢簿の作成や、入学期日などの通知、就学時の健康診断などの事務があり

ます。

また、義務教育段階の就学援助に関する事務として、経済的理由により就学困難と認められる児童

生徒の保護者に対して学用品費や給食費などを支給する就学援助事務などが対象となります。

これらの事務につきましては、避難先市町村と指定市町村との情報提供が不可欠となってまいりま

すので、お互いに連絡を密にすることにより連携を図ってまいります。特に、子供たちの学習支援や

心のケアにつきましては、本町の校長、教頭の指導のもとに各教職員が受け入れ先の学校と連携を図

りながら対応することにより、子供たちとのきずなが継続するようきめ細かな対応をしてまいります。

〇議長（佐々木清一君） ３番、岩本久人君。

〇３番（岩本久人君） それでは、再質問を数点させていただきます。

町長の政治姿勢ですが、１番から７番まで質問したわけですけれども、騎西高校の町民は何名いる

のか。閉鎖はいつになるのか。戻る前提なのか、戻らない前提なのか。復興計画の期間、町民へのア

ンケート、独自のモニタリング調査、町の除染計画。この一連の質問は、やはり双葉町に戻るための

道筋だというふうに思いまして、私は質問をいたしました。

この騎西高校に現在563名、町民が常時避難をしているのでしょうか。実際、騎西高校の各部屋、

四十幾つかの部屋があるのですが、部屋を回ってみますと、560名の人数がいるのかどうか、本当に

疑問に思うのです。騎西高校に出入りしている人たちも人数に入れているのか。それとも、加須の賃

貸アパートとか、福島に戻った方なんかも籍を残して入っているのか。ちょっと実態がわからないと

思うのです。町長は各部屋を回っているとは思うのですけれども、こんなに騎西高校の中に双葉町民

が避難しているのでしょうか。常時避難している実質の人数を教えていただきたいと思います。

それと、閉鎖についてですが、原発の状況がまだ不安定だということで、町長はかねてから放射線

のことが子供たちに関しても心配だということで、なかなか福島県のほうには戻らないというような

話をしておりましたけれども、急に閉鎖するということはなかなかできないと思いますが、町長は騎

西の町民の方に、いつまでここにいれるのかどうか、それもきちっと話すべきではないかというふう

に思っています。朝礼などで町長は、ここにいつまでもいれるんだよなんていう話なんかもしている

ようですけれども、我々はそんな話は全然聞いておりません。人数によって、この騎西高校を閉鎖す

るようなふうに考えているのか。それとも、役場機能が福島のほうに戻るタイミングで旧騎西高校を

閉鎖するのか。そろそろ避難から１年がたつわけですから、はっきりした目標を決めたほうがいいと

思うのですけれども、その辺のところを再度お伺いいたします。

福島県に戻るのか、戻らないかということで、ただいまご答弁をいただきましたけれども、この場

で、はっきりと町長の考えをおっしゃっていただきたいというふうに思うのですが、数日前、一部の
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マスコミには、新しい双葉町、新天地につくるというようなテレビ報道もされたということを聞きま

すけれども、これもまた、我々議会でも町民にも示されていないということで、ころころとマスコミ

にはいろいろお話をしているようですけれども、まずは我々議会、町民にそれを話していただきたい

というようなことなのです。その辺、どうなのでしょう、町長。明確な答弁をお願いいたします。

それと、復興計画ですが、９月にも復興計画と町民アンケートについて質問いたしたのですけれど

も、町民アンケートに関しては、福大の実態調査の結果を見て考えたいと言っておりました。その福

大の実態調査についてちょっと述べてみたいと思うのですが、郡内８カ町村のアンケートの中で、「戻

りたいと思いますか」という質問に、郡内平均27％の方が「戻るつもりはない」というふうに答えて

いるそうです。しかしながら、戻りたいという条件に、ほかの町民が帰還した場合、その後、戻りた

い。除染計画後に戻りたい。インフラ整備後に戻りたいという、そういう方が圧倒的に多いようであ

ります。そして、「いつまで待つのか」という質問に、３年以内までと答えた方が74％おりました。「今

後の生活で何が不安か」という問いに、避難の期間がわからない、要するに先行きがわからないとい

う答えが58％なのです。

もう我が町は具体的な方針、計画を避難者、町民に示すべきだというふうに思っております。その

復興計画に関しては、双葉町だけがまだ着手をしていないわけです。いろんな手続を踏まえてやりた

いと。今年中に復興プランのアンケート的なものを配布するというのですけれども、ちょっとその中

身もよくわからないのですけれども、早急にやはり示して着手しないと、町民の方も不安で、先行き、

見通しが立たなくて、非常にやり切れない気持ちでいると思うのです。双葉町の対応が遅いために、

町民の皆さんの話を聞くと、本当に対応が遅くて、町は何をやっているのだろうという、そういう話

ばかり聞こえてきます。ぜひとも策定委員会を設置して、早急にアンケートも実施して、そして計画

に着手していただきたいというふうに思いますが、再度お答えをお願いいたします。

７番目の町の除染計画ですけれども、モデル事業を大熊町、葛尾村でやりましたよね。効果的な除

染方法や作業員の安全対策ということが今回のモデル事業のねらいでもあるというふうに思うのです

が、またこれは放射線量がどのぐらい下がるかという実験でもあると思うのです。その結果、これも

いつまで戻れるのか、戻れないのかという期間の目安にもなるモデル事業ではないかなというふうに

思っております。町では、除染が完全に除去できるまで、また除染の方法、技術が確立されていない

ということで断っているということでありますが、まず国の方針でやってみるということがやっぱり

大事ではないかなというふうに思うのです。町民の中には、やはりこれも不安、疑問に思っている方

が多いのです。また双葉町は他町と違ったことやっているなというふうに、そういうふうに思われて

いる方が多いと思うのです。そのこともやはりきちっと町民に理解してもらう、そういう必要がある

のではないかというふうに思っております。この後、きっちりと町民の皆さんに説明をしていただけ

るかどうか、お伺いしたいと思います。

それと、２番目の地域のコミュニティ再生ですが、個人情報ですから、なかなかこれは開示するこ



- 33 -

とは難しいのではないかというふうに思いますが、個人情報保護法で、要するに本人の許可があれば

情報も公開できるというふうにもあります。こういうふうに、町民みんなばらばらになっていて、皆

さんの所在がわからない。双葉にいれば当然電話帳一本で住所も電話番号もわかるわけで、これが本

当に双葉町民のきずなを崩すような、そういう状況にもなっているのではないかなというふうに思う

のです。なかなか地区別の避難者名簿が難しいのであれば、町長は仮設ばかりでなくて借り上げ住宅

に住んでいる方も心配だということをおっしゃっていますので、例えばいわきだったらいわき、福島

だったら福島の中で、例えば避難者同士の親睦会、いわき会、福島会とか、郡山会とかという、そう

いう組織を立ち上げて、これはもちろん住民サイドでやらなくてはいけないことですけれども、そう

いう組織の中で個人情報を提供するということはできるのではないかなというふうに思うのですが、

そういう組織の機運が出た場合に、きちんと連絡先を提供するような考えがあるのかどうか、お伺い

したいと思います。

３番目の仮設、民間借り上げの対応についてですけれども、民間借り上げの対応ですが、応急仮設

住宅は国の災害救助法で、今冬場ですから暖房器具などが支援があるのです。借り上げはないのです。

住居環境が違うといえばそれまでなのですけれども、しかし平等の扱いが必要ではないかなというふ

うに思うのです。国のほうでも借り上げ住宅をみなし仮設住宅として、非政府組織、ＮＧＯとかＮＰ

Ｏなどから暖房器具などの支援を考えているというようなことですが、その辺、ご存じでしょうか。

もしご存じであれば、これはいつごろの対応になるのかどうか、お聞かせいただきたいと思います。

４番目の仮設住宅内での福祉施設の今後の対応でありますが、これ仮設内での福祉施設、やはりひ

とり住まいの高齢者の方とか、今後も仮設に移りたいという方もやはりふえてくるであろう。やはり

充実したほうがいいと思います。県では高齢者サポート拠点施設16カ所を設置予定であると聞いてお

ります。双葉もいわきに要望したわけですけれども、これ福島とか郡山なんかには設置できないので

しょうか。すべて16カ所、決まったのでしょうか。騎西で、部屋で、ベッドの上で大変苦渋されてい

る方もたくさんいますけれども、そういう方をやはり県内の仮設、そういう整備を進めて、県内のほ

うに戻ってもらってはどうかというふうに思います。そして、社会福祉協議会、そしてまた特老のふ

たば会を県内で充実させてもらって、そこで年老いた方のケアに当たっていただくというような方針

にも、町のほうでは動いたほうがいいと思うのですが、その辺いかがでしょうか。それだけお伺いし

ます。

行政機能の連携についてですけれども、２番の自治会でありますが、県内に９カ所の仮設がありま

すが、今のところ、いわきと郡山の富田、あと福島はさくらですか、白河にも自治会ありますよね。

ほかの地区はどうなっているのでしょうね。人数少ないから、なかなか立ち上げは無理だというふう

におっしゃるのかどうかわかりませんが、少ない戸数だからといって、そこでの生活というのが続く

限りはやはり組織は必要ではないかなというふうに思うのですが、役場の主導で何とか仮設自治会を

立ち上げていただきたいというふうに思うのですが、いかがでしょうか。
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先ほど同僚議員からも自治会の運営費について質問がありましたけれども、これまで行政単位で、

いろいろ行政区長、そしてまた連絡員ということで、隣組長ですね。経費が充てられてきたわけです

から、そういう考えのもとで各自治会というもの、そういうコミュニティの組織ができているわけで

すから、どうしてそこに年間の経費を充てることができないのですかね。他町のことを言っては、ま

た申しわけないのですが、大熊では戸数に対して、１戸2,000円の年間の運営費をちゃんと補助して

いるのです。ですから、そういう気持ちがあるかどうかだと思うのです。財政の問題よりも、町民が

安心して安全に暮らすためには、やはりきちんと行政は支援すべきだというふうに思うのです。そこ

をお伺いします。

それと、行政機能の連携についてですけれども、この原発避難者特例法、特例事務について、これ

は来年の１月１日から施行されるということでありますけれども、実際、今、事務手続がどんなふう

にしているかわかりませんが、１月１日に間に合うのでしょうか。特例事務は、医療、福祉関係、先

ほど答弁ありましたけれども、教育関係と11項目にわたって、いわゆる避難先の自治体で行政サービ

スを受けてもらう。そういったことで、避難先の自治体での引き継ぎなどもしなければいけないと思

うのですが、十分に１月１日施行に向けてのスムーズな引き継ぎができているのかどうか、その辺の

ところ、お伺いいたします。

また、こういうふうに全国に散り散りに分散していての特例法だと思うのですが、やはり各行政区

に分散していれば分散しているほど、この事務手続が大変になってくるわけですよね。それと、双葉

町は役場機能が埼玉にあるということで、これまたどうなのでしょう。ほかの自治体に比べると大変

ではないですか。教育のほうはどうなのでしょうか。ですから、やはり行政というのは町民のそばに

寄り添っていなければいけないと思いますので、福島県内にも3,000人以上の方が各地域に避難して

いるわけですから、やはり自分たちできちっと行政サービスをできるようにしなければいけないので

はないかなというふうに思うのです。ですから、そのためにも役場機能を福島県内のほうに移転をし

ていただいて、自分たちの町民は自分たちでやはり行政サービスを施すというようなことが重要では

ないかなというふうに思うのです。その辺のお考え、いかがでしょうか。

以上、再質問です。よろしくお願いいたします。

〇議長（佐々木清一君） 町長、井戸川克君。

〇町長（井戸川克君） 岩本議員の再質問にお答えいたします。

まず、騎西高校に避難している町民は何人かということで、私の知る限りでは563人であります。

次に、この閉鎖はいつだということでございますが、やはり今後の双葉町の環境、県内の環境を考

え、また多くの町民の皆さんの意見を聞いてやってまいりたいと思っております。今のところ、期限

を言える段階ではございませんので、ご理解ください。

故郷へ戻ることを前提としないのかということ。これは全く、いろんなマスコミにも書かれており

ますけれども、ステップ１、ステップ２、ステップ３ということを、さきの９月議会で申し上げまし
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た。一刻も早く戻りたいのは私の思いであります。戻れば、一番最後に聞かれた行政機能の問題も、

県内に避難しても、どこであっても連携の特措法というのは該当しますので、戻らない限り、どこで

もこの特措法というのは該当する。避難先ということがある限りはですね。そういうことであれば、

やはり戻るのが一番簡単で、一番いいわけですけれども、現実をよく見て対応しないといけないとい

うことで今考えておりますので、戻ることで進めております。

それから、町民アンケートですけれども、これ順序が後先になるかということなのですが、まず庁

内というか、役場内においては委員会をつくって、まとめをしておりますので、速やかに皆様方にも

結果を報告させていただいて、そしてその後に町民の皆さんに示していきたいと考えております。

除染モデル事業の中止についてですが、私も素人ながらも放射能について幾ばくかの知識がござい

ますし、また原子力発電所の事故以前の東京電力の放射線管理というのは非常に厳格で正確であった

と私は考えております。区域の管理の仕方ですね。あの仕方がまさに正常であると私は認識しておっ

て、どんな場合であっても、やっぱりあれまで戻ることが正常なことであるということ。あの環境、

Ａ区域、Ｂ区域、Ｃ区域、Ｄ区域という区域のレベルというものは、今、はかられていないのは非常

に残念であります。あれをもって比較すると安全でない地域が一目瞭然にわかるわけでございますが、

一般的に、はかられていないのが残念であります。やはり健康を思ってつくった基準でありますので、

電離放射線障害という法もありますので、その法のもとに厳格にはかっていただきたい。そして、そ

れを判断基準にしていただきたいというふうに心から願っております。

先ほど国との意見交換、議長も出ましたけれども、その席上、私は、事故の収束についてどのよう

な検査をして収束と判断したのですか、その検査を見せてくださいというふうに要望いたしました。

そのときに、もう一つとして、双葉郡の地域にプルトニウムとストロンチウムがどのぐらいあるのか、

これも出していただきたいという要望をいたしました。このようなことを考えて、この除染作業に町

民が参加することがいいのか、悪いのか、考えていきたいと思いますし、また、そもそも除染という

行為は、これは原因者である東京電力がやるものというふうに私は思っておりますので、どうも県民

がそういう作業をやれということを言われていることについても、いささか私は納得いかないところ

がございます。なぜ我々が除染作業に携わらなければならないのか。再び被曝をしなければならない

のか。被曝した場合の健康の補償がどうなっているのかというところが、まだ語られておりませんの

で、危険で、そういう作業はできないのが現状でありますので、こういうことが整備されて、そして

しっかり我々がやらなければならない定義づけでもされて、そういうことであれば、それはやむを得

ないでしょうけれども、今はそういうことが非常に十分でないと判断しまして、町民にそういう作業

をさせられない。国の責任であっても、また映像で見る限りにおいては、もう少し現実的に考える余

地があるのではないかなと、そんなふうに思っておりますので、そういう納得ができるようなことが

示されることを願っております。

それから、避難者名簿についてですが、私も今方法を考えているのです。学校の連絡簿、連絡体制
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表というのがあるのですが、ああいう形でできないものかなということは考えているのですけれども、

ただ、今までの電話帳にあるのは一般電話です。ところが、携帯電話というのは非常にいろんなもの

の要素を含みますので、携帯電話を公表し合うというのは、本当にこれは広い意味での皆さんの理解

を得なければいけない。できれば、ああいうような体制表が地域ごとにつくれればいいなというふう

には考えております。何とかここは了解していただけることが前提の中で、図柄も検討したりしてい

るのですが、もう少し詰めさせていただきたいと思います。あったほうが、私もいいと思いますけれ

ども、これはやはり電話の価値観が違いますので、慎重に考えていきたいと思います。

（２）のＮＧＯ、ＮＰＯの問題でございますが、これは総務課長が掌握していれば、総務課長のほ

うからご説明を申し上げます。

それと、自治会について、経費、大熊町2,000円を手当てしている。私もできれば、議員からも言

われておりますけれども、いっぱい出したいのはやまやまです。しかし、ここまで私の任期中、財政

再建やってきた関係上、やはり悔しい思いしてきたのは、あれほどの大きな借金を抱えながらここま

でやってきた悔しい思いがあるわけです。その中で最大限できることは検討してまいりますし、自治

会の皆さんの総意の中で、今後、やらないではなくて、菅野議員から言われていることも今後心にと

めておいて、やれる方向を考えてまいりますが、今双葉町が抱えている借金をどうやって今後返して

いくかということを考えたときに、交付金を打ち切られる、何もされるといったときに、免除される

ことができるのであれば、これは最高にいいことなのですけれども、そういうところまでまだ話がな

されておりませんけれども、大変困難な中でやっている部分もございます。町民の皆さんの１人当た

りの幾らかということもなるわけですので、できるだけ負担のないような形を考えながら今のところ

やっております。町のお金というのは町民の皆さんのお金です。使えば町民の皆さんのお金が減るわ

けですので、どういう形が町民の皆さんが、今後とも若い人たちがそのために双葉町から離れるとい

うことのないようにしなければなりません。総合的に考えさせていただきたいと思います。提案とし

て2,000円というのは承知しておくようにいたします。

グループホーム、施設関係、老人の皆さんの関係、これは十分私も心配しております。こんな状況

になって一番、やっぱり高齢者の方に限らず、何と少し年とったなという、町民の皆さんを見ると本

当に苦労しています。何でここにいなければならないのというのは、総決起大会で申し上げましたけ

れども、本当に我々はまじめな生活をしてきたわけです。対応も遅々としてできない。３次補正もか

なり時間をかけて成立して、それでまた速やかに施行されるかというと、まだまだ先が見えてきてお

りません。本当にあの総決起大会で申し上げた1,000億円、とにかく下さいと。そうすれば、ここに

いる方も含めて、皆さん、何とかとりあえずできるのではないかとかという思いで、皆さんの思いを

述べたわけでございます。迅速にやりたいのは、私も本当に、町民の皆さんの意見を聞かないと言わ

れていますけれども、思いは何となく伝わっていると思っていますけれども、細部までは聞いていま

せんから、わかりませんけれども、やはり何といっても速やかな対応。困っていることに対して私ど
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もも一緒です。避難してここに来ているわけですので、嫌です。速やかに対応したいと思いますので、

この辺のことを今後とも国のほうに要求していきたいと考えております。

老人の方のケア、どうしようかということも考えながら、今後の動きを考えていきます。まだ、こ

れといった具体的なことをお示しすることはできませんが、ステップ２の中にはその問題は入ってお

ります。学校の問題どうするのだということも言われて、当然それも入れていかないと成り立ちませ

んので、入っております。

１月１日に間に合うのかということですが、これは総務課長のほうからご説明を申し上げます。

〇議長（佐々木清一君） 武内総務課長。

〇総務課長（武内裕美君） 岩本議員の再質問にご説明いたしたいと思います。

１つ目が借り上げの支援の関係でありますが、これにつきましては、仮設住宅については、ご存じ

のとおり災害救助法に基づいて暖房器具を国庫支出金の中で支出していただいておりますが、借り上

げ住宅のほうはそれがないということで、これは前に井戸川町長のところに復興大臣でしたか、環境

大臣でしたか、来られたときに直接借り上げ住宅との格差ですね。町長からも直接申し上げました。

その結果なのかどうかわかりませんが、岩本議員がおっしゃるＮＧＯ、今後資金援助をするＮＧＯに

対して厚生労働省のほうで資金援助をするということになったものかなということで考えておりまし

て、その情報については具体的にまだ私どもに来ておりません。なお、今後具体的な支援時期といい

ますか、なお確かめていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。間違いなくＮＧ

Ｏのほうから支援されるということをお聞きしておりますので、確認していきたいと思います。

次に、１月１日からの特例法の施行の件でありますが、これにつきましては、これまでも避難した

後、ずっと避難先の市町村のほうで自治法に基づいて委託契約をそれぞれの事務等で行って、既に実

施している事務も多くございます。それらの継続ということになりますが、その情報について、既に

避難者情報システムを通じて、県の担当課のほうにすべての避難者名簿を送っております。その名簿

が福島県のほうから各避難先の都道府県を通じて現在各全国の市町村にその名簿が行って、この特例

事務の事務手続をやっていただくという手はずになっております。現にこの加須市においても、この

22日ですか、具体的に特例事務の支援の方法等々を話し合う会議を持つことになっておりますので、

加須市の一例ですが、全国的にもそういうことで１月１日からこれまで同様の支援事務が受けられる

ということで考えておりますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（佐々木清一君） 岩本議員に申し上げます。

与えられた持ち時間、１時間が経過しております。答弁がオーバーする分にはいいですが、質問に

対しては入りませんので、これで質問を打ち切らせていただきます。

暫時休議します。

休憩 午前１０時５８分
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再開 午前１１時０６分

〇議長（佐々木清一君） 会議に戻します。

通告順位３番、議席番号２番、白岩寿夫君の一般質問を許可いたします。

２番、白岩寿夫君。

（２番 白岩寿夫君登壇）

〇２番（白岩寿夫君） 議席番号２番、白岩寿夫。一般質問を行います。

私たちが双葉町から逃げるように町を離れ、いまだ避難生活が続き、何も変わらないまま季節が、

春、夏、秋、冬とどんどんかわっていきました。何もかも奪われた私たち、被災者にとって東北に厳

しい冬が来ました。郡山、福島、会津、猪苗代、各地に雪が降ってまいりました。疲れ切った町民に

とって、大きな思いが二重、三重になって心の中にのしかかってきます。この重さを双葉町の子供た

ち、お年寄りの方、住民が耐えることができるでしょうか。早い対応が望まれます。

ここで１番、避難対応について。先の見えない避難生活が続き、心身ともに疲れている町民、子供

たちに対し今後どのような支援をするのか、町長、教育長に質問いたします。

２番、住民の補償についてどう対応していくか。仕事、財産、人生を奪われた町民のために、町は

国と東京電力にどのような補償を求めていくのか、町長に質問します。

役場機能について。双葉町役場機能は県内にと、町民の声が多く聞こえる中、町長はどのように考

えていますか。

４番、義援金について。多くの方々の厚意により義援金をいただきましたが、収支報告がなされて

いません。具体的な報告をお願いします。町長にお願いします。

〇議長（佐々木清一君） 町長、井戸川克君。

（町長 井戸川克君登壇）

〇町長（井戸川克君） ２番、白岩寿夫議員の一般質問の通告書にお答えいたします。

避難対応についてのおただしでありますが、原子力発電所の事故から９カ月が経過し、県内外の避

難所から応急仮設住宅や借り上げ住宅への入居が進んでおりますが、不自由で精神的なストレスを抱

えた生活が続いており、大変な心労があると思っております。町といたしましても、引き続き格差の

ない支援や的確な情報提供をしてまいりたいと考えております。

また、来年１月１日からは原発避難者特例法が施行されます。これは、岩本議員の質問にもお答え

したとおり、避難住民及び住所移転者に対する福祉関係及び教育関係の特例事務が全国の避難先市町

村において、そこに住んでいる住民の方と同様のサービスが受けられる制度であります。この制度が

円滑に進み、避難町民の方が満足できるサービスが受けられるよう取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

さらに、福島県内におきましては、郡山市に設置した福島支所を拠点として、各応急仮設住宅を初

めとした避難者の皆さんが安定的な生活ができるようサービスの提供、各種支援対策を講じてまいり
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ます。

次に、住民の補償の対応についてどう対応していくのかとのおただしでありますが、損害賠償につ

きましては、単純で短絡的な補償金額を単価査定したような指針に基づく事業者の賠償のあり方は、

常識的な補償協議では考えられない経緯と手順で進められている印象を受けております。また、住民

の望む補償への道筋とは乖離しており、被災者の状況に対して配慮を欠いたものと言わざるを得ない

ものであります。

さらに、さきの中間指針は、あくまで審査会の指針であって、被害者が訴えたもの、あるいは要求

したものに基づくものではありません。したがって、補償交渉の席に立つ住民の皆さんには、過去に

例のない立場の被害者であることや、求める補償を十分確認してから加害者との交渉に臨んでいただ

くために、今回、町独自の請求書として、「やさしい原発事故損害賠償申出書」を作成しているもの

であります。年内にはこの申出書を全国の町民の皆さんに配布することとしております。

さらには、町の弁護団が立ち上げが予定されており、その後、説明会、相談会を開催し、町民の方

々の損害のすべてが完全賠償できるよう支援してまいりますので、ご理解願います。

役場機能についてのおただしでありますが、去る16日、国と事業者による４月から改定を重ねてき

た事故収束への工程表のステップ２の終了が公表されました。しかし、処理水の漏えいなどトラブル

がある仮設設備の信頼性の確保や発電所内で生じる放射性廃棄物の処理の問題、さらには町内の放射

線の除去など中長期的に解決されなければならない課題が残されており、事故収束には、まだ道半ば

であり、すべてが安心・安全には至っておりません。また、避難している住民の帰郷に向けた警戒区

域や新たな避難指示区域などの見直しに関する考え方も今後公表される予定になっており、これらを

踏まえながら、総合的に今後の町の復興のあり方について判断する必要があるものと考えております。

これまでも申し上げてきましたが、全国にいる町民の皆さんが安心して生活できる状態に戻ること

が絶対条件であると考えております。また、福島県内に避難している町民の方にとっては、役場が離

れていることに対する不安、不便さを解消するため、福島支所も設置いたしました。今後とも埼玉支

所とともに、県内外に避難されている町民の方に対するサービスの向上、支援、情報の提供をしてま

いりたいと考えておりますので、ご理解願います。

義援金につきまして、多くの方々からご厚意によりいただきました義援金の収支報告がなされてい

ないので、具体的な報告をとのおただしですが、双葉町では、福島県内、そして県外の多くの方々か

らご厚意により義援金をいただきました。この双葉町にお寄せいただきました義援金の収支につきま

しては、平成23年12月１日現在で、収入が４億3,037万8,820円、支出は２億9,192万円となっており、

町義援金の第１次配分といたしまして、１人当たり４万円を7,298人の方に配分いたしました。なお、

12月15日からは町の第２次配分といたしまして、１人当たり１万5,000円を配分しております。

また、国、県義援金といたしまして、双葉町に配分されました義援金の総額は、収入は34億8,063万

4,512円となっており、このうち支出、町民の方へ配分した金額は、これまで第１次配分といたしま
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して、１世帯当たり40万円を2,796世帯へ、第２次配分といたしまして１人当たり25万円を7,298人へ、

第２次配分の追加配分といたしまして、１人当たり５万2,000円を7,339人の方へ、また死亡義援金１

人当たり35万円を89件、行方不明者義援金１人当たり35万円を９件、震災遺児県義援金１人当たり50万

円を２件、新生児義援金１人当たり25万円を42件配分し、支出合計である総配分額は33億7,032万

8,000円となっております。

〇議長（佐々木清一君） 江尻邦夫教育長。

（教育長 江尻邦夫君登壇）

〇教育長（江尻邦夫君） １番目の避難対応について、白岩寿夫議員のご質問にお答えをいたします。

先の見えない避難生活が続き、心身ともに疲れている町民、子供たちに対し、今後どのような支援

をするのかというおただしでございますが、教育委員会といたしましては、これまで全国に避難して

いる子供たちの避難場所の確認と就学状況の把握を行い、就学機会の確保や就学援助等の支援のため

の計画と実施に努めてまいりました。

現在、福島県内はもとより全国各地に避難し、区域外就学をしております子供たちの指導、管理に

つきましては、基本的にはその就学先の学校にゆだねられております。しかしながら、子供たちの心

のケアにつきましては、県内外の学校に兼務、併任している本町の教員を初め、校長、教頭等の管理

職が、子供たちが就学している学校を訪問し直接面談したり、電話で話をしたりして、子供たち一人

一人の心の安定が図られるよう努めております。特に被災の影響があると思われる子供に対しまして

は、受け入れ先の学校とも連携し、子供たちの学習支援や保護者を含めた教育相談の充実などに努め

てまいりました。また、経済的援助といたしましては、入園料、保育料、学用品購入費や通学費など、

保護者に対し、就学援助費等の手厚い支援も行ってまいりました。

教育委員会といたしましては、今後も福島県、福島県教育委員会、国の関係省庁に対しまして、福

島県内、県外において長期に避難している子供たちが、避難先の学校において安定した心で楽しく充

実した学校生活を送ることができるよう、財政支援を初め心のケアなどの支援を要請するとともに、

本町の教職員を通して、子供たち一人一人にきめ細かな対応が図られるよう努めてまいる所存でござ

いますので、ご理解をお願いいたします。

〇議長（佐々木清一君） ２番、白岩寿夫君。

〇２番（白岩寿夫君） 町長が言う支援、まさに町民のための支援だと思いますが、まず私が言う支

援とは、借り上げ、仮設の物資の支援ではなく、住民の心の支援です。先ほど教育長も、子供たちに

いろいろな支援を行っています。心の支援も、今確かに行っているということを聞きました。大変子

供たちは、まさしくこれから学校の勉強やら、将来やらを見ていると、はかり知れないほどつらさが

あると思います。教育長、こういう中で、やはり教育長自身も大変だと思いますが、どこまでできる

かわからない心の支援をあの子供たちを温かく見守りながら、満足できないと思いますが、精いっぱ

い頑張ってもらいたいと思います。
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まずは、今度、私たちと町長、そして教育長、そして職員の皆さん、一人でもいいです。仮設住宅、

借り上げ住宅で生活している方に行って、今までの困っている思い、つらさを聞くことが心の支援で

す。双葉町町民の皆さんが、私たちがその仮設に行くとすれば、一度も仮設や借り上げ住宅に顔を出

せなかった私たちみんなで、これから双葉町の町民の苦しさを皆さんと一緒に語ることをお願いしま

す。町民は私たちみんなを、仮設または借り上げ住宅に住んでいる方、待っていると思います。その

中で皆さんの苦労を聞く。これは当たり前のことです。全員でこの心の支援をやりましょう。

仮設にいる皆さんは、多分、一度も来ない私たちに怒りの言葉が返ってくると思います。同じ双葉

町町民の住民たち、話せばわかります。同じ被災者同士、みんなで一つ一つ歩いて行動すること、聞

くことも大事でしょう。町民にしかられること、これも大事です。まちづくりの一歩です。これが双

葉町の復興であれば動くことが当然です。どうか町長、町民と行政が一体になる。町長は町民の親で

す。そして、町民は子供です。子供が苦しければ、親が助けるのは当たり前です。私たち皆さんで、

そして町長とともに町民の皆さんと子供たちを助けに、そして苦労を聞きに行きましょう。

次に、教育長に質問します。今回の原発事故において、双葉町町民の子供たちが町からばらばらに

散ってしまった。先ほど教育長からも聞きました。双葉中学校、双葉北小学校、双葉南小学校、この

名前の存続が失われ、今、空白のまま、教育長として、まさに東電の言う想定外、そのように思いま

せんか。子供たちを教育し指導していくか、全く考えられないと、町長も教育長も思います。どうか

教育長の怒りをここで述べてください。親、教育長の思い、それを伝わるように、ここでよろしくお

願いします。

あの東京電力が原発に必死で水を入れ冷やし、放射能を出さないようにカバーをかけ、コンクリー

トで固めた。教育長も、子供たちに県外に逃げないよう、福島県内にとめることもできなかったでし

ょう。放射能を浴びないようにすることもかなり難しかったでしょう。教育長の気持ちは、はかり知

れない思いを感じます。教育長のこの怒りをここで述べてください。

それから、住民の賠償です。町長、町民が求める補償ですが、私たちが何を求めるか。それは奪わ

れた補償なのです。そして、食べていける生きる補償です。この補償がなければ、町民の皆さんは将

来これからどう生きていけばいいのか、わかりません。この奪われた補償、そして生きる補償で、双

葉町の町民の皆さんは自分で自分の道、将来の道を進もうと決めます。双葉町の復興を目指し、町と

ともに進む道をとるか、自分の考えで希望の道を進み始めるか。住民は選択します。町に帰れないか

ら、ますますこれからの将来の道を決めると住民は思いますが、双葉町はこれを考えると、これから

どうなるかわからない思いでいっぱいです。町長、どう思いますか。

町が住民の補償について弁護士を依頼しました。これも住民にとっては大変ありがたいことだと思

います。新聞でいろいろと報道されましたが、町のお金、町民にこの説明を一人一人やることはでき

ません。でも、私たちの双葉町の住民にこの説明をすべきです。それは文書で知らせることも大切だ

と思います。町の弁護士料が5,000万円、足りなかったら後で町民に出してもらうような報道もされ



- 42 -

ました。全体の５％の報酬、ＡＤＲ、裁判はしない。日弁連からの弁護士を頼む。こういうことは、

やはりきちっと町のこの弁護士を頼む姿勢を町民に知らせるべきだと思います。ここで町長が私たち

に述べました。私たちは町民の代弁者であって、やはり町長がみずから住民に知らせることは本当だ

と思います。それがやはり文書として町民に知らせ、それが心の支援だと思います。

次に、双葉町の役場機能です。双葉町の住民の避難所が大きく２つに分かれて、１つは埼玉県加須

市の騎西高校の避難所です。もう一つは、福島県の猪苗代の避難所でした。その２つに大きく分かれ、

そして各県内外に住民が移動しました。ばらばらになった。これは早く言えば、国、東電の思うつぼ

です。たくさんの住民が集まる集団力も、小さくなると薄れてしまいます。やはり大きな集団力で多

くの意見も強くなります。皆さんが一致します。ますます集結するのです。少ない数では住民の力も

弱くなります。あの大きな国、東電に勝つためには団結力が必要です。町が結集し一つとなって戦う。

８町村がやはり一つになることです。双葉町も早く一つになる。これは福島県に戻ることです。福島

県双葉町になることです。一つになって大きくしましょう。住民から、もうそろそろという考えも聞

きます。やはり町長が、あの騎西高校に行ったことも住民のため、それで動いたと思います。放射能

もありました。その考えは私は間違いでも何でもない。でも、やはり私たちの生まれたところは福島

県の双葉町なのです。あのいわきの仮設に行って見てください。浜のにおいがします。それは、双葉

町のあのにおいと同じです。すごく落ちついてしまいます。これも大事です。双葉町に町長も戻ると

言っています。早く戻って、福島県に住んでいる住民とともにあの東電の賠償をかち取りましょうよ。

これが町長がやる大きな仕事だと思います。

最近、個人で損害賠償を訴えている人もいます。そこで、私が一緒にその裁判所を訪れました。国

の裁判官、早く言えば国からお金をもらって仕事をしているあの人たち、それは国を絶対に守ろうと

する裁判官たち。あのかたい石頭の裁判官が今度、私たちというか、避難者に向かって、ある程度認

め始めた。それを聞いていた弁護士が、やはりあの裁判官も、これだけの災害を起こした国に対して

厳しく問うような気持ちの意見を聞かれました。

〇議長（佐々木清一君） 白岩議員、役場機能についての再質問だと思うので、裁判のほうのあれで

はないので、質問を変えてください。

〇２番（白岩寿夫君） 私は補償の問題ということで言ったのですが、わかりました。そのように流

れが変わっていったということを説明しました。

皆さんが困っている補償問題、それだけ国も東電もいろいろなことで悩んではいますが、私たちの

補償、しっかりと町と、そして住民とで補償を求めていきたいと思います。

そして、次に義援金のことで、最後、次の意見をお話ししたいと思います。先ほど町長からのお話

を受けました。義援金、たくさんのお金がいろいろなところから集まってきました。本当に心のこも

ったお金だと思います。その中で、双葉町に住んでいる方も義援金を持ってきた話を聞きました。そ

して、双葉町に住んでいた人、今は住んでいませんが、もと住んでいた人からのお金もいただいたそ
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うです。そのためにも、義援金、この行方というか、先ほどの収支報告、それをやはり町民に配るこ

とも必要ではないかと思います。文書で配るのを町民の方が受け取って、この温かい義援金の流れを

見ただけで、やはり双葉町の皆さんもきちっと考えることでしょう。私たちだけが、被災者だけでな

く、ほかに行っている、遠いところに行っている双葉町住民の方も、これだけ心配していてくれるの

だという思いを示すためにも、やはりそういう義援金の流れ、収支を示してほしいです。町長、いか

がでしょうか。

以上です。

〇議長（佐々木清一君） 白岩議員に申し上げます。

最初のやつ、ともに一緒行きましょうとか、それは答弁要らないですか。それはなくていいのです

か。答弁求めているのか、一緒に行動しましょうというのか、そういうのがあったので、それは答弁

要らないですか。答弁なら答弁下さいと言ってもらわないと。

〇２番（白岩寿夫君） それはいいです。

〇議長（佐々木清一君） 江尻邦夫教育長。

〇教育長（江尻邦夫君） それでは、白岩議員の再質問にお答えをいたします。

白岩議員の通告は子供たちへの支援でございますから、ここで私の怒りを述べるという、そういう

場ではないというふうに思いますので、私の思いの一端をそれに加えて申し述べさせていただいて、

支援について若干触れさせていただきたいというふうに思います。

私の１番目の思いは、これまで双葉町が教育改革に向かって着実に進んでいたあの状況が崩壊した

ということが私の最大のショックであります。そういうことであります。それ以外につきましては、

これは町長と私の共通の思いでありますから、それ以上のことは申し上げないことにしておきたいと

思います。

さて、支援でございますけれども、これまでも全国に散在している子供たちに対して、でき得る限

り平等に目を向けていきたいという基本的な構えでやってまいりました。しかしながら、なかなかそ

の平等というのが難しいなという、そういう場面に遭遇したことも再三ございますが、おかげさまで、

この教育委員会は学校の連絡網の体制が整ってございます。私が３人の校長に指示を出しますと、３

人の校長は、全国とは言いませんけれども、埼玉県の併任の教員と、それから福島県の各地に兼務し

ている教員に連絡が行きます。そして、何か子供に困ったことがあれば、その近くにいる教員が学校

訪問します。それで足りなければ、校長が会津と郡山と福島におりますから、その校長が赴きます。

そして、心のケアに当たります。今後は特に力を入れなければならないのは、やはり物的なこともさ

ることながら、心的なこともさることながら、学力、学習支援というところに目を積極的に向けてい

く必要があると、そんなふうな考えも持ってございます。

それから、学校は今臨時休業ということで、区域外就学となっていますから、区域外就学している

学校の校長先生を初め教員の方々が中心になって子供たちに支援をしていく旨、こちらからお願いし
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ていくという立場であります。それを今の状況ですと、そのような状況を強めていくということが大

事だというふうに思っております。これまでも関係の教育委員会には何回となく訪問をしてまいりま

したが、今度はいよいよ仮設というのがクローズアップされてきましたから、そこにも視野を広げて、

子供たちの支援に向かってまいりたい、そういう気持ちでおりますので、ご理解をいただきたいと思

います。

〇議長（佐々木清一君） 町長、井戸川克君。

〇町長（井戸川克君） 白岩議員の再質問にお答えいたします。

まず、補償についてでございますが、やはりこの補償の原点は、個人賠償についてはやはり個人の

ことになります。行政的なものは行政のほうで着々と今積み上げをしておりますが、何といっても満

足を得るまで要求をしていただきたい、請求をしていただきたいというふうに考えております。双葉

町が独自の方法をとるようになったのは合意書でありました。合意書が８月31日までですべてにする

というあの合意書を見たときに、３月11日から８月31日というのがほとんどすべてなのですね、現に。

それをあの合意書で片づけられるものではない。それは最後に私どもが戻って、これでいいなという、

その確認、了解なしには合意書なんてあり得ないわけです。最初に合意書を持ってくるこのやり方に

ついては非常に、何としたものだと。我々が事故を起こしたわけではなくて、我々が望んで避難した

わけではないのにもかかわらず、何か我々が加害者になったみたいなような、あの請求用紙を見たと

きに、これではだめだという思いで、東電の請求書用紙は本当に住民のことを考えていない請求書用

紙だということで、町独自の方法をとりました。

これからは双葉町の皆さんが専門家である弁護士さんと相談して、自分の思いをその用紙に書き込

んでいただいて、思いのほどをすべて請求していただきたい、そういう認識でいるということでござ

います。合意はまた別でありますので、この細かいことはこの場ではちょっと発言は控えさせていた

だきますけれども、大まかなことを言えばそういうことに尽きると思います。

賠償というのは、あくまで損害賠償ですから、損害の部分ですから正当防衛なのです。請求するこ

とは正当防衛ですから、白岩議員が言われるように、そのお金を持ってどこかに行ってしまうという

ことも懸念されるのも事実であります。それはどういう意味かは個人の選択になってくるということ

で、町でそれをつなぎとめることは、これは基本的にはできないものと私は考えております。できる

だけとどまってもらえるようなまちづくりをすることは当然でありますが、それであっても、やはり

そのお金でどこかで自分が生きるのだということもゼロではないというふうに思っております。

ただ、最初はいいのですけれども、初代同士が新しいところに行って住むのはいいのですけれども、

２代目になってくると夫婦になって、３代目になると、結構、何か権利とかいろんな問題、トラブル

も起こしかねないのではないかなと。先のこと、これは想像ですけれども。そうなったときには、や

っぱり生まれ育ったところがいいなというふうな思いも出てくるのではないかな、こういうことも徐

々に話し合っていきたい、語り合っていきたいというふうに思います。
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ふるさとをなくしてしまうことの恐れのほうが多くて、多くの方はやはりふるさと双葉町にとどま

りたいというふうに思っているのではないかなと。私もそう思いますから、私も帰りたいという思い

はありますし、昔に戻って小川で魚釣りもしたいなと、そんなふうにも思うわけでございます。現実

とそういう思いとよく調整してまいりたいというふうに思います。できるだけ補償、賠償のお金は、

その後の自分の生活再建のお金であるために大事に使うことを望んでおるところでございます。

弁護士の方向というのは、今用意している様式、これ大至急印刷が上がり次第、細かにまたかみ砕

いたものを全請求権のある方には送付したいと考えておりますので、なるべくいろんな機会で住民の

皆さんに案内をしたいと考えております。

さて、役場機能ですが、これは先ほど岩本議員にもお話ししましたけれども、やはりその放射能、

感じ方、味もしなければ、目にも見えない。非常に厄介なものです。怖いのは、なれだと思います。

依然として放射性物質は放射線を出し続けているのですけれども、何でもないようなことで感じると

非常に危険だなというふうに思っております。先ほど申し上げました事故前の東京電力が放射線管理

していましたＡ区域、Ｂ区域、Ｃ区域、Ｄ区域という区域がもう少し県内で再認識していただくと、

その度合いというのがはっきりしてくるのではないかなと、そんなふうにも思っております。単純に

あの管理区域を設けたわけでございませんので、それを一般の環境にも、私は当然取り入れて判断す

べきものというふうに考えております。そんな中で役場機能の問題は解決をしていきたいというふう

に思っております。

加須市さんからのご厚意によりまして、このような場所で議会ができるようになりました。以前は、

とんでもない、ひどいところで議会を開いて、本当に窮屈な中で暑い思いしてやった経験もございま

すし、我々はやらなくてもいい、受けなくてもいい経験をしてここまで来ました。やはり双葉町のあ

の議場で議会を開きたいと今でも思っております。ご理解いただきたいと思います。

義援金につきまして、これは広く、まだ経過中でございますが、お知らせをしたいと思います。町

民の方からもいただいております。また、さらに本当に多くの義援金はこの近辺からいただいている

ものでございます。本当に見ず知らずの私どもに、財政界からも、いろんな企業からもいただいてお

りますけれども、本当にこの地域から多くいただいておりまして感謝しております。これからこのこ

とは広く町民に理解していただいて、語り継がなければならないものというふうに理解しております。

〇議長（佐々木清一君） ２番、白岩寿夫君。

〇２番（白岩寿夫君） 最後の質問になります。

教育長にもう一度質問があります。この前、テレビの報道で、浪江町の小学校の存続、少ない人数

ですが、浪江町小学校が存続されました。それも教育長わかっていることと思いますが、あの少ない

人数でもできた。あれを見て教育長はどう感じましたか。私も存続ということは、やはり双葉町の学

校に通って、なくなってしまうようなこの大きな問題の中、やはり教育長としての考えがあるかと思

います。その心の中を教えてください。
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あと、町長に、双葉町にいずれ戻ろうという考えがあるのははっきりわかりました。私たち福島県

に住んでいます。放射能もあると思いますが、やはり福島県、双葉町、この福島県に住むことのその

自分の思い、これは県外に住むよりも、あの福島県に住みたかった、その思いで今住んでいます。町

長も早くあの福島県に私たちと一緒に住めれば、いろいろな問題が解決されると思います。町長が述

べた生きがい、潤い、健康づくり、介護サービス、行政サービス、子供の考え、町民の健康診断、い

ろいろと述べました。この問題、福島県でやりましょう。これが双葉町、私たち住民の思いです。こ

の騎西高校の中でそういう問題を進めるのも町長の考えではありますが、やはり町長も双葉町という

大切な町で育って、そして最高の町長という、今現在います。やはりこの福島県に戻っていろいろな

問題を解決して、皆さんと一緒に生きるという考えを持ってください。これが私の思いです。答弁を

お願いします。

〇議長（佐々木清一君） 江尻邦夫教育長。

〇教育長（江尻邦夫君） それでは、白岩議員の再々質問にお答えをいたします。

浪江町が小学校、中学校を立ち上げたというそのことについてどう思うかということであります。

これは、私たち双葉郡内８カ町村のその姿、これは浪江町に限らず、そのほかの町の動きについても

私はその動きを細かいところまで神経を使って見ているところでございますし、教育長会があるたび

に情報交換をして、それぞれの町の思いを聞いているところでございます。

学校の再開につきましては、これは双葉町の再興と一体であります。そのことをご理解いただきた

いというふうに思いますが、私としてもこれは本音を言いますと、立ち上がっている町がうらやまし

いとか、それから恐らく立ち上げようとしている町の教育長は大変な苦労をしているであろうなとい

うところが手にとるようにわかるところでございます。したがって、私の思いは、これからの町の行

方とともに学校の再開があるということを念頭に置きながら、もし町長からそういう命令が来たら、

どういう姿で学校再開をしていくかということを常にイメージしながら、毎日教育委員会の事務を進

めたり、子供たちの支援をしているところでございます。

以上です。

〇議長（佐々木清一君） 町長、井戸川克君。

〇町長（井戸川克君） 白岩議員の再々質問にお答えいたします。

町の機能ということでございますが、私が全く町民の声を聞かずにという理解をされているようで

ございますが、そうでなくて、やはり観察をしながら、聞きながらもおりますし、今８カ町村の中で

いろんな選択をされております。まだまだ汚染度合いが違って、一度にいかなくて、双葉郡が一つと

いうことは本当に理想なのですが、17日の説明会においても、それと全く違う方向を国から示されま

した。この中にあって、どうしても放射能と戦いながら町をつくるのだという方もおりますし、様子

を見たい、あるいは比較的薄くて、すぐにでも帰れるようなところもありまして、この調整がこれか

ら問題になってくるだろう。
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それから、１つの町で３つの地域を抱えるところもあります。市もそうです。さあ、どうするのだ

というふうに首長さんは悩んでおりました。双葉町はどういうふうに、まだ正確には分類されており

ませんけれども、その３つの地域が双葉町の中にあるのか、１つなのか。これから出されると思いま

す。

しかし、町を守るということは、町の形を守ることも大事でありますが、町の後継者を守るという

ことが一番大事であるということになると思います。やはり放射能の影響の少ないところで子供たち

は、これからも育てるべきだと私は思いますので、不安なく、そういうことができるような調整をし

ながら役場機能の場所の決定をしてまいりたいというふうに考えております。今すぐにできることで

はないというふうに思っておりますので、思いは一緒であるということはご理解いただきたいと思い

ます。

〇議長（佐々木清一君） これで一般質問を終わります。

◎散会の宣告

〇議長（佐々木清一君） 以上で本日の日程は全部終了しました。

本日はこれで散会します。

ご苦労さまでした。

（午後 零時０７分）
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◎開議の宣告

〇議長（佐々木清一君） おはようございます。ただいまの出席議員は８名です。定足数に達してお

りますので、これから本日の会議を開きます。

（午前 ９時００分）

◎議事日程の報告

〇議長（佐々木清一君） 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりです。

◎議案第１０４号の質疑、討論、採決

〇議長（佐々木清一君） 日程第１、議案第104号 東日本大震災による被災者に対する介護保険料

の減免に関する条例の制定についてを議題とします。

直ちに質疑に入ります。質疑ありませんか。

（「なし」と言う人あり）

〇議長（佐々木清一君） 質疑なしと認めます。

これから討論を行います。討論ありませんか。

（「なし」と言う人あり）

〇議長（佐々木清一君） 討論なしと認めます。

これより採決いたします。

この採決は起立によって行います。

お諮りします。議案第104号 東日本大震災による被災者に対する介護保険料の減免に関する条例

の制定について、原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。

（起立全員）

〇議長（佐々木清一君） 起立全員です。

よって、議案第104号は原案のとおり可決されました。

◎議案第１０５号の質疑、討論、採決

〇議長（佐々木清一君） 日程第２、議案第105号 議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関す

る条例の一部改正についてを議題とします。

直ちに質疑に入ります。質疑ありませんか。

（「なし」と言う人あり）

〇議長（佐々木清一君） 質疑なしと認めます。

これから討論を行います。討論ありませんか。
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（「なし」と言う人あり）

〇議長（佐々木清一君） 討論なしと認めます。

これより採決いたします。

この採決は起立によって行います。

お諮りします。議案第105号 議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部改正に

ついて、原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。

（起立全員）

〇議長（佐々木清一君） 起立全員です。

よって、議案第105号は原案のとおり可決されました。

◎議案第１０６号の質疑、討論、採決

〇議長（佐々木清一君） 日程第３、議案第106号 職員の給与に関する条例の一部改正についてを

議題とします。

直ちに質疑に入ります。質疑ありませんか。

（「なし」と言う人あり）

〇議長（佐々木清一君） 質疑なしと認めます。

これから討論を行います。討論ありませんか。

（「なし」と言う人あり）

〇議長（佐々木清一君） 討論なしと認めます。

これより採決いたします。

この採決は起立によって行います。

お諮りします。議案第106号 職員の給与に関する条例の一部改正について、原案のとおり決する

ことに賛成の方は起立願います。

（起立全員）

〇議長（佐々木清一君） 起立全員です。

よって、議案第106号は原案のとおり可決されました。

◎議案第１０７号の質疑、討論、採決

〇議長（佐々木清一君） 日程第４、議案第107号 双葉町税条例の一部改正についてを議題としま

す。

直ちに質疑に入ります。質疑ありませんか。

（「なし」と言う人あり）

〇議長（佐々木清一君） 質疑なしと認めます。
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これから討論を行います。討論ありませんか。

（「なし」と言う人あり）

〇議長（佐々木清一君） 討論なしと認めます。

これより採決いたします。

この採決は起立によって行います。

お諮りします。議案第107号 双葉町税条例の一部改正について、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

（起立全員）

〇議長（佐々木清一君） 起立全員です。

よって、議案第107号は原案のとおり可決されました。

◎議案第１０８号の質疑、討論、採決

〇議長（佐々木清一君） 日程第５、議案第108号 双葉町災害援護特別資金貸付基金条例の一部改

正についてを議題とします。

直ちに質疑に入ります。質疑ありませんか。

（「なし」と言う人あり）

〇議長（佐々木清一君） 質疑なしと認めます。

これから討論を行います。討論ありませんか。

（「なし」と言う人あり）

〇議長（佐々木清一君） 討論なしと認めます。

これより採決いたします。

この採決は起立によって行います。

お諮りします。議案第108号 双葉町災害援護特別資金貸付基金条例の一部改正について、原案の

とおり決することに賛成の方は起立願います。

（起立全員）

〇議長（佐々木清一君） 起立全員です。

よって、議案第108号は原案のとおり可決されました。

◎議案第１０９号の質疑、討論、採決

〇議長（佐々木清一君） 日程第６、議案第109号 双葉町特別功労表彰の同意を求めることについ

てを議題とします。

直ちに質疑に入ります。質疑ありませんか。

（「なし」と言う人あり）
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〇議長（佐々木清一君） 質疑なしと認めます。

これから討論を行います。討論ありませんか。

（「なし」と言う人あり）

〇議長（佐々木清一君） 討論なしと認めます。

これより採決いたします。

この採決は起立によって行います。

お諮りします。議案第109号 双葉町特別功労表彰の同意を求めることについて、同意することに

賛成の方は起立願います。

（起立全員）

〇議長（佐々木清一君） 起立全員です。

よって、議案第109号は同意することに決定しました。

ここで暫時休議します。

休憩 午前 ９時０６分

再開 午前１１時００分

〇議長（佐々木清一君） 会議に戻します。

◎議案第１１０号の質疑、討論、採決

〇議長（佐々木清一君） 日程第７、議案第110号 平成23年度双葉町一般会計補正予算（第８号）

についてを議題とします。

直ちに質疑に入ります。

質疑は、説明書により歳入から行います。

第２款地方譲与税。

（「なし」と言う人あり）

〇議長（佐々木清一君） 第８款地方特例交付金。

（「なし」と言う人あり）

〇議長（佐々木清一君） 第９款地方交付税。

（「なし」と言う人あり）

〇議長（佐々木清一君） 第11款分担金及び負担金。

（「なし」と言う人あり）

〇議長（佐々木清一君） 第12款使用料及び手数料。

（「なし」と言う人あり）

〇議長（佐々木清一君） 第13款国庫支出金。
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（「なし」と言う人あり）

〇議長（佐々木清一君） 第14款県支出金。

（「なし」と言う人あり）

〇議長（佐々木清一君） 第15款財産収入。

（「なし」と言う人あり）

〇議長（佐々木清一君） 第16款寄附金。

（「なし」と言う人あり）

〇議長（佐々木清一君） 第17款繰入金。

（「なし」と言う人あり）

〇議長（佐々木清一君） 第19款諸収入。

（「なし」と言う人あり）

〇議長（佐々木清一君） 歳出に入ります。

第１款議会費。

（「なし」と言う人あり）

〇議長（佐々木清一君） 第２款総務費。

５番、菅野博紀君。

〇５番（菅野博紀君） 総務費、９の旅費、普通旅費。この旅費の53万3,000円、これはどういうお

金なのか。何でこんなにふえているのか、お伺いいたします。

〇議長（佐々木清一君） 町長、井戸川克君。

〇町長（井戸川克君） この旅費は、秘書広報課の中の職員、町長等の旅費であります。

〇議長（佐々木清一君） ５番、菅野博紀君。

〇５番（菅野博紀君） 先ほど全協の中でも、この前の全協の中でもご説明は聞きました。これは福

島に行く旅費がかさんでのことだとお伺いしていますが、本来私たちは福島県の双葉町、今いるのは

埼玉県。埼玉支所から福島のほうに行くのに関しての旅費としては、福島にいれば問題ない旅費なの

で、逆に町長が戻るのが当たり前だと私は思います。ましてや福島支所つくりました。つくった中で、

ほとんど責任者がいないような状況になって、町長なり副町長、総務課長も含めて、いないような状

況の中で、それであれば町長が福島に戻るのが当たり前の話だと思います。ましてや53万3,000円が

かからないと思いますが、その点についてお答えください。

〇議長（佐々木清一君） 町長、井戸川克君。

〇町長（井戸川克君） この旅費の中には、県内に限らず、全行為の旅費も含まれております。主

として県内に、福島、郡山等に赴くときの旅費が主になりますけれども、全体的に全部町長というの

は回らなければならないのも、これは当然であります。したがいまして、本来であれば双葉町で執行

できればこういうことはないわけでありますが、残念ながら今はここにお世話になっている関係上、
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支所を埼玉に置いている関係上、今かかるようになっております。菅野議員もよくその辺はご存じだ

と思うのですが、この旅費の使い方において、いろいろと問題提起もされております。これも踏まえ

て、今後この旅費の使い方を有効にして、県内の中の行政執行、これも、すき間のないような体制を

とってまいりたいと思います。簡単に言うと、支所のほうにも常にだれか責任者がいるような体制を

講じていきたい。毎日とはいかないでしょうけれども、決裁がスムーズにいくような、業務がスムー

ズにいくような体制もとってまいりたいと考えております。

〇議長（佐々木清一君） ５番、菅野博紀君。

〇５番（菅野博紀君） では、今のことを町長なり副町長なり、ちゃんとした執行権を持った方が福

島支所に、100％とはいきませんが、いるようにしていただけるというお約束があれば納得はするの

ですが、本来、福島県ということで、福島県の支所、半分までいかなくても、町長が福島にいれば、

この旅費も執行されても下がるという部分もできてくると思うので、その点、副町長なり町長なり、

その辺、執行権者がちゃんと、なるべくいられるということでお約束していただけるのか、お伺いい

たします。

〇議長（佐々木清一君） 町長、井戸川克君。

〇町長（井戸川克君） この旅費の中には当然副町長の旅費も入ってきますので、これが減額する

かどうかはやってみないとわかりませんけれども、まず今は機能を発揮させることに十分に対応する

ためにこの旅費を活用させていただきたいと思います。そういうことをしますので、ご理解をいただ

きたいと思います。

〇議長（佐々木清一君） そのほかにありませんか。

（「なし」と言う人あり）

〇議長（佐々木清一君） 第３款民生費。

（「なし」と言う人あり）

〇議長（佐々木清一君） 第４款衛生費。

（「なし」と言う人あり）

〇議長（佐々木清一君） 第５款労働費。

（「なし」と言う人あり）

〇議長（佐々木清一君） 第６款農林水産業費。

（「なし」と言う人あり）

〇議長（佐々木清一君） 第７款商工費。

３番、岩本久人君。

〇３番（岩本久人君） 商工費、１番の商工振興費、19の双葉町の祭り・イベント事業補助金の50万

円の予算ですけれども、これは予算、イベントを起こしたい、お祭りで、その仮設ないしその地域の

中で事業をしたいという、そういう団体に、予算３分の２に対して上限20万円という予算ですけれど
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も、今後自分たちの趣旨でイベントをやる方に20万円以上の予算を組む考えはあるのかどうか、お伺

いしたいと思います。

〇議長（佐々木清一君） 町長、井戸川克君。

〇町長（井戸川克君） このご提案している内容につきましては、要綱をつくりまして、この各イ

ベントに対応するべき予算を計上してご提示を申し上げておりますので、新たなご提案ということで

すので、これはまた、この当予算とは違う角度で考えてまいりたいと考えております。

〇議長（佐々木清一君） ３番、岩本久人君。

〇３番（岩本久人君） その要綱の内容が上限20万円ということになっておりますので、その要綱を、

事業の規模によって20万円以上上限を掲げることを今後考えることができるのかどうかということを

聞いているのですが、よろしくお願いいたします。

〇議長（佐々木清一君） 町長、井戸川克君。

〇町長（井戸川克君） 今提案しているこの予算については要綱を設けておりますので、新たなこ

とが発生すれば、またそこで検討をしてまいりたいと考えております。

〇議長（佐々木清一君） そのほかありませんか。

（「なし」と言う人あり）

〇議長（佐々木清一君） 第８款土木費。

（「なし」と言う人あり）

〇議長（佐々木清一君） 第９款消防費。

（「なし」と言う人あり）

〇議長（佐々木清一君） 第10款教育費。

（「なし」と言う人あり）

〇議長（佐々木清一君） 第13款諸支出金。

（「なし」と言う人あり）

〇議長（佐々木清一君） 第14款予備費。

（「なし」と言う人あり）

〇議長（佐々木清一君） 全体的な質疑ありませんか。

５番、菅野博紀君。

〇５番（菅野博紀君） 済みません。落ちてしまいました。

３款の民生費、18番備品購入費、サーベイメーター。11月の臨時議会でこれ補正1,500万円とって

いますよね。なぜこの800万円。15セット買うという1,500万円だったと思うのですけれども、なぜこ

こで800万円の補正なのか、教えていただきたいと思います。もちろんこれ備品購入後の補正だと思

うので、説明をお願いします。

〇議長（佐々木清一君） 町長、井戸川克君。
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〇町長（井戸川克君） 総務課長からご説明を申し上げます。

〇議長（佐々木清一君） 武内総務課長。

〇総務課長（武内裕美君） 菅野議員のご質問にお答えしたいと思います。

当初1,500万円とっていましたが、その後、文部科学省のほうからサーベイメーターが支援される

ということがございました。そういった機種、台数とも検討いたしまして、必要な部分、機器をそろ

えて、十分だということになりましたので、1,500万円のうちの800万円を減額させていただくという

ことでございます。

なお、この機器については、速やかに発注して、住民の要望にこたえてまいりたいということにし

ていきたいと思いますので、よろしくご理解をお願いしたいと思います。

〇議長（佐々木清一君） ５番、菅野博紀君。

〇５番（菅野博紀君） これは11月の臨時議会で補正予算で上がりました。そのときに私、ここでお

話ししたことがあると思います。放射能、すごく怖いものだと思います。その中で速やかに執行して

いただけることを私はここでお話しさせていただきました。今の回答で言うと、購入はまだだと。こ

れはいつまでに。早急に、いつまでにということを、せめて発注ですね。早い段階での発注をしてい

ただきたい。そして、使えるようにしていただきたいということもありますので、いつまで発注する

か、ぜひともここでお答えください。

〇議長（佐々木清一君） 町長、井戸川克君。

〇町長（井戸川克君） 年内に発注をして、全量そろわなくても、可能なものから納入をさせて、

速やかに必要なところに配置をしてまいりたいと考えております。

〇議長（佐々木清一君） ほかにありませんか。

７番、伊澤史朗君。

〇７番（伊澤史朗君） ３款の民生費の節の20番の扶助費です。今回500万円で借り上げ住宅に配布

品ということで、民間借り上げの皆さんに支援物資を送るということで今回予算計上されております

が、11月にその運送費ですか、配送費ということで300万円予算とってありますが、３月11日から避

難をし、９カ月もの長きにわたって、ようやく民間住宅のほうに支援物資を配送するというふうな、

ちょっと時期もかなり遅くなっているということですが、このことにつきましての遅れた理由と、そ

して今後、この民間借り上げ住宅と避難所、仮設住宅との格差、不公平感ということで、民間借り上

げ住宅の方はかなり不公平感を感じているというふうに私も伺っておりますし、議員の皆さんも今回

の選挙では、恐らくそういうふうなお話を伺っていると思います。

そういったことで、その格差をなくすための、いわゆる民間借り上げ等の住宅に住んでいる人たち

に対する今後の支援のあり方、そういったこともあわせて伺います。

〇議長（佐々木清一君） 町長、井戸川克君。

〇町長（井戸川克君） この500万円は、まさに今伊澤議員が言われるように、民間借り上げ住宅
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の方に送る費用でございます。十分な対応が行き届いていないのは、私の業務の遅延ということで、

おわびを申し上げたいと思います。遅くなりましたけれども、今後は公平性の中で手だてを講じて、

町民の皆さんの安心、そういうことにこたえてまいりたいと考えております。

〇議長（佐々木清一君） ７番、伊澤史朗君。

〇７番（伊澤史朗君） 町長に再度お伺いしますけれども、この民間借り上げの支援の物資、今回は

500万円ですけれども、今後も継続的にこの民間借り上げの皆さん、町民に支援するための予算を計

上する考えがあるかどうかと、継続する考えがあるかどうかを明確にお答えください。

〇議長（佐々木清一君） 町長、井戸川克君。

〇町長（井戸川克君） 今後、借り上げ住宅、仮設住宅、避難所、それぞれの公平性の度合いの確

認をしなければならないと考えております。でき得る限り町民の皆様の不満解消のために継続的に取

り組んでまいりたいと考えております。

〇議長（佐々木清一君） ほかにありませんか。

３番、岩本久人君。

〇３番（岩本久人君） 21ページ、消防費、非常備消防費の１の報酬ですけれども、消防団員の報酬、

減額されておりますけれども、今後の双葉町の消防団の組織について町の考えをお伺いいたします。

〇議長（佐々木清一君） 町長、井戸川克君。

〇町長（井戸川克君） 消防団のあり方、今後とも双葉町の消防団の体制は継続してまいりたいと

考えております。その中にあって、今、団長が不在になっていることでありますので、できれば、で

き得る限り最大限努力をして、年内にはまず本団の体制を構築したい。ということは、団長が決まる

ように今手を尽くしているところでございます。なかなか人選に困っているところもありますが、何

とか本団の体制を確立して、その後に分団をもう一度招集していただいて、本団のほうから分団の構

成を確認してもらう。そんな流れに現在はなっております。

〇議長（佐々木清一君） ３番、岩本久人君。

〇３番（岩本久人君） 消防の組織ですね。本団、団長も決まらず、もちろん副団長、その他幹部も

何の辞令も何も受けていないのです。各分団でも、分団長はそれぞれの分団で決まったとはいえ、町

から辞令を受けていないという状態で、確かにこの状況で、消防の組織が活動できないという状況も

わかりますけれども、やはりこれまでの消防組織というものがありましたし、またいずれやはり活動

を再開するという意味でも、早期にきちんとした会議を開いて、本団の組織と各分団長への辞令を早

急に出していただきたいと思いますので、再度町長の考えをお願いいたします。

〇議長（佐々木清一君） 町長、井戸川克君。

〇町長（井戸川克君） 岩本議員の言われるとおりでございます。早急に立ち上げたいと考えてお

ります。

〇議長（佐々木清一君） ほかにありませんか。
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（「なし」と言う人あり）

〇議長（佐々木清一君） これで質疑を終わります。

これから討論を行います。討論ありませんか。

（「なし」と言う人あり）

〇議長（佐々木清一君） 討論なしと認めます。

これより採決いたします。

この採決は起立によって行います。

お諮りします。議案第110号 平成23年度双葉町一般会計補正予算（第８号）について、原案のと

おり決することに賛成の方は起立願います。

（起立全員）

〇議長（佐々木清一君） 起立全員です。

よって、議案第110号は原案のとおり可決されました。

◎議案第１１１号の質疑、討論、採決

〇議長（佐々木清一君） 日程第８、議案第111号 平成23年度双葉町国民健康保険特別会計補正予

算（第２号）についてを議題とします。

直ちに質疑に入ります。

質疑は、説明書により歳入から行います。

第１款国民健康保険税。

（「なし」と言う人あり）

〇議長（佐々木清一君） 第３款国庫支出金。

（「なし」と言う人あり）

〇議長（佐々木清一君） 第８款財産収入。

（「なし」と言う人あり）

〇議長（佐々木清一君） 第９款繰入金。

（「なし」と言う人あり）

〇議長（佐々木清一君） 歳出に入ります。

第１款総務費。

（「なし」と言う人あり）

〇議長（佐々木清一君） 第２款保険給付費。

（「なし」と言う人あり）

〇議長（佐々木清一君） 第10款諸支出金。

（「なし」と言う人あり）



- 61 -

〇議長（佐々木清一君） 質疑ありませんか。

（「なし」と言う人あり）

〇議長（佐々木清一君） 質疑なしと認めます。

これから討論を行います。討論ありませんか。

（「なし」と言う人あり）

〇議長（佐々木清一君） 討論なしと認めます。

これより採決いたします。

この採決は起立によって行います。

お諮りします。議案第111号 平成23年度双葉町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）につい

て、原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。

（起立全員）

〇議長（佐々木清一君） 起立全員です。

よって、議案第111号は原案のとおり可決されました。

◎議案第１１２号の質疑、討論、採決

〇議長（佐々木清一君） 日程第９、議案第112号 平成23年度双葉町公共下水道事業特別会計補正

予算（第２号）についてを議題とします。

直ちに質疑に入ります。

質疑は、説明書により歳入から行います。

第１款分担金及び負担金。

（「なし」と言う人あり）

〇議長（佐々木清一君） 第２款使用料及び手数料。

（「なし」と言う人あり）

〇議長（佐々木清一君） 第３款繰入金。

（「なし」と言う人あり）

〇議長（佐々木清一君） 歳出に入ります。

第１款公共下水道事業費。

（「なし」と言う人あり）

〇議長（佐々木清一君） 質疑ありませんか。

（「なし」と言う人あり）

〇議長（佐々木清一君） 質疑なしと認めます。

これから討論を行います。討論ありませんか。

（「なし」と言う人あり）
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〇議長（佐々木清一君） 討論なしと認めます。

これより採決いたします。

この採決は起立によって行います。

お諮りします。議案第112号 平成23年度双葉町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて、原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。

（起立全員）

〇議長（佐々木清一君） 起立全員です。

よって、議案第112号は原案のとおり可決されました。

◎議案第１１３号の質疑、討論、採決

〇議長（佐々木清一君） 日程第10、議案第113号 平成23年度双葉町介護保険特別会計補正予算（第

２号）についてを議題とします。

直ちに質疑に入ります。

質疑は、説明書により歳入から行います。

第１款保険料。

（「なし」と言う人あり）

〇議長（佐々木清一君） 第３款国庫支出金。

（「なし」と言う人あり）

〇議長（佐々木清一君） 第４款支払基金交付金。

（「なし」と言う人あり）

〇議長（佐々木清一君） 第５款県支出金。

（「なし」と言う人あり）

〇議長（佐々木清一君） 第８款繰入金。

（「なし」と言う人あり）

〇議長（佐々木清一君） 歳出に入ります。

第１款総務費。

（「なし」と言う人あり）

〇議長（佐々木清一君） 第２款保険給付費。

（「なし」と言う人あり）

〇議長（佐々木清一君） 第６款諸支出金。

（「なし」と言う人あり）

〇議長（佐々木清一君） 質疑ありませんか。

（「なし」と言う人あり）
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〇議長（佐々木清一君） 質疑なしと認めます。

これから討論を行います。討論ありませんか。

（「なし」と言う人あり）

〇議長（佐々木清一君） 討論なしと認めます。

これより採決いたします。

この採決は起立によって行います。

お諮りします。議案第113号 平成23年度双葉町介護保険特別会計補正予算（第２号）について、

原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。

（起立全員）

〇議長（佐々木清一君） 起立全員です。

よって、議案第113号は原案のとおり可決されました。

◎議案第１１４号の質疑、討論、採決

〇議長（佐々木清一君） 日程第11、議案第114号 平成23年度双葉町後期高齢者医療特別会計補正

予算（第２号）についてを議題とします。

直ちに質疑に入ります。

質疑は、説明書により歳入から行います。

第１款後期高齢者医療保険料。

（「なし」と言う人あり）

〇議長（佐々木清一君） 第２款使用料及び手数料。

（「なし」と言う人あり）

〇議長（佐々木清一君） 第３款繰入金。

（「なし」と言う人あり）

〇議長（佐々木清一君） 第５款諸収入。

（「なし」と言う人あり）

〇議長（佐々木清一君） 歳出に入ります。

第１款総務費。

（「なし」と言う人あり）

〇議長（佐々木清一君） 第２款後期高齢者医療広域連合納付金。

（「なし」と言う人あり）

〇議長（佐々木清一君） 質疑ありませんか。

（「なし」と言う人あり）

〇議長（佐々木清一君） 質疑なしと認めます。
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これから討論を行います。討論ありませんか。

（「なし」と言う人あり）

〇議長（佐々木清一君） 討論なしと認めます。

これより採決いたします。

この採決は起立によって行います。

お諮りします。議案第114号 平成23年度双葉町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）につ

いて、原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。

（起立全員）

〇議長（佐々木清一君） 起立全員です。

よって、議案第114号は原案のとおり可決されました。

◎常任委員会の閉会中の所管事務調査について

〇議長（佐々木清一君） 日程第12、常任委員会の閉会中の所管事務調査の件を議題とします。

各委員長から、会議規則第75条の規定によってお手元に配りました申出書のとおり、閉会中の継続

調査の申し出があります。

お諮りします。委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。

（「異議なし」と言う人あり）

〇議長（佐々木清一君） 異議なしと認めます。

よって、委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。

◎議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査について

〇議長（佐々木清一君） 日程第13、議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件を議題とします。

議会運営委員長から、会議規則第75条の規定によってお手元に配りました申出書のとおり、閉会中

の継続調査の申し出があります。

お諮りします。委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。

（「異議なし」と言う人あり）

〇議長（佐々木清一君） 異議なしと認めます。

よって、委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。

◎閉会の宣告

〇議長（佐々木清一君） 以上をもちまして、本日の日程は全部終了しました。

会議を閉じます。

これで平成23年第４回双葉町議会定例会を閉会します。
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ご苦労さまでした。

（午前１１時３０分）
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地方自治法第１２３条の規定によりここに署名する。

議 長 佐々木 清 一

署名議員 菅 野 博 紀

署名議員 清 川 泰 弘
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